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資料-2 水道事業に関わる主な環境関連法令等（抜粋） 

 

1) 環境基本法（平成 5年 11 月 19 日法律第 91号、最終改正平成 20年 6月 18日法律第 83

号） 

2) 気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書（和文） 

3) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年 10月 9日法律第 117号、最終改正平

成 20年 6 月 13日法律第 67号） 

4) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出

抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図る

ために必要な指針を定める件（平成 20年 12月 12 日内閣府・総務省・法務省・外務省・

財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・

防衛省告示第 3号） 

5) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年 6月 22日法律第 49号、最終改正

平成 20年 5月 30日法律第 47号）（抄） 

6) 第一種指定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業を営む者による中長期

的な計画の作成のための指針（平成 16年 2月 26 日厚生労働省・経済産業省・国土交

通省・環境省告示第 1号）（抄） 

7) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成 9年 4月 18日法律第 37号、最

終改正平成 17 年 7月 26 日法律第 87 号） 

8) 循環型社会形成推進基本法（平成 12年 6月 2日法律第 110号） 

9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年 12月 25日法律第 137号、最終改正：

平成 20年 5月 2日法律第 28号）（抄） 

10) 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年 4月 26日法律第 48号、最終改正平

成 14年 2 月 8日法律第 1号） 

11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年 5月 31日法律第 104号、

最終改正平成 16年 12 月 1日法律第 147 号） 

12) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年 6月 22

日法律第 65号、最終改正平成 17年 5月 18日法律第 42号） 

13) 水質汚濁防止法（昭和 45 年 12月 25日法律第 138号、最終改正平成 18年 6 月 14日法

律第 68号）（抄） 
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1) 環境基本法（平成 5年 11月 19日法律第 91号、最終改正平成 20年 6月 18日法律第 83号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業
者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める
ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民
の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。  
 
（定義）  
第二条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であ
って、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。  
２  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層
の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減尐その他の地球の全体又はその広範な部分の環境
に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文
化的な生活の確保に寄与するものをいう。  
３  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動
に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質
が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の
沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、人の
健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物
及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。  
 
（環境の恵沢の享受と継承等）  
第三条  環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化
的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成
り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって
損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊
かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持される
ように適切に行われなければならない。  
 
（環境への負荷の尐ない持続的発展が可能な社会の構築等）  
第四条  環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減する
ことその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的
に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の尐な
い健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨と
し、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われ
なければならない。  
 
（国際的協調による地球環境保全の積極的推進）  
第五条  地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわ
たって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の
中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会に
おいて我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。  
 
（国の責務）  
第六条  国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」という。）に
のっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  
 
（地方公共団体の責務）  
第七条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及
びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する。  
 
（事業者の責務）  
第八条  事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生
ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため
に必要な措置を講ずる責務を有する。  
２  事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html
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は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となっ
た場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。  
３  前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止
するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製
品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努める
とともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務
等を利用するように努めなければならない。  
４  前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これ
に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施
する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。  
 
（国民の責務）  
第九条  国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に
伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。  
２  前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるととも
に、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。  
 
（環境の日） 
第十条  事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極
的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境の日を設ける。  
２  環境の日は、六月五日とする。  
３  国及び地方公共団体は、環境の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければ
ならない。 
 
（法制上の措置等）  
第十一条  政府は、環境の保全に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ
の他の措置を講じなければならない。  
 
（年次報告等）  
第十二条  政府は、毎年、国会に、環境の状況及び政府が環境の保全に関して講じた施策に関
する報告を提出しなければならない。  
２  政府は、毎年、前項の報告に係る環境の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにし
た文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  
 
（放射性物質による大気の汚染等の防止）  
第十三条  放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置につ
いては、原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）その他の関係法律で定めるところによ
る。  
 
第二章 環境の保全に関する基本的施策  
第一節 施策の策定等に係る指針  
第十四条  この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、
次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的
に行わなければならない。  
一  人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、
大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。  
二  生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとと
もに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的
に保全されること。  
三  人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。  
 
第二節 環境基本計画  
第十五条  政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保
全に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。  
２  環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  
二  前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項  
３  環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。  
４  環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公
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表しなければならない。  
５  前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。  
 
第三節 環境基準  
第十六条  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい
て、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
を定めるものとする。  
２  前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を
指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、二以上の
都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の
地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。  
３  第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなけれ
ばならない。  
４  政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下「公害の防止に関
する施策」という。）を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるよ
うに努めなければならない。  
 
第四節 特定地域における公害の防止  
（公害防止計画の作成）  
第十七条  環境大臣は、次のいずれかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、そ
の地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を示して、その施策に係
る計画（以下「公害防止計画」という。）の策定を指示するものとする。  
一  現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を
図ることが著しく困難であると認められる地域  
二  人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公
害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認
められる地域  
２  前項の基本方針は、環境基本計画を基本として策定するものとする。  
３  関係都道府県知事は、第一項の規定による指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき
公害防止計画を作成し、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。  
４  環境大臣は、第一項の規定による指示及び前項の同意をするに当たっては、あらかじめ、
公害対策会議の議を経なければならない。  
５  環境大臣は、第一項の規定による指示をするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知
事の意見を聴かなければならない。  
 
（公害防止計画の達成の推進）  
第十八条  国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるも
のとする。  
 
第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等  
（国の施策の策定等に当たっての配慮）  
第十九条  国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、
環境の保全について配慮しなければならない。  
 
（環境影響評価の推進）  
第二十条  国は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、
その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測
又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを
推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  
 
（環境の保全上の支障を防止するための規制）  
第二十一条  国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなけれ
ばならない。  
一  大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の
発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を
定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置  
二  土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置及び公害が著しく、又は著しくな
るおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な
規制の措置  
三  自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木
竹の伐採その他の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防
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止するために必要な規制の措置  
四  採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又
は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがあるものに関し、その支障を防止
するために必要な規制の措置  
五  公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを
共に防止するために必要な規制の措置  
２  前項に定めるもののほか、国は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止
するため、同項第一号又は第二号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めな
ければならない。  
 
（環境の保全上の支障を防止するための経済的措置）  
第二十二条  国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以下この
条において「負荷活動」という。）を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための
施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止す
るため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な
助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
２  国は、負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負担を課すことによりその者が自
らその負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とす
る施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも推奨されている
ことにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環境の保全上の支障の
防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し及び研究するとともに、その措置
を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止するこ
とについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。この場合において、その措置が地
球環境保全のための施策に係るものであるときは、その効果が適切に確保されるようにするため、
国際的な連携に配慮するものとする。  
 
（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進）  
第二十三条  国は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備
及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障
を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  
２  国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設（移動
施設を含む。）その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備そ
の他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  
３  国は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利
用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  
４  国は、前二項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施
設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。  
 
（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進）  
第二十四条  国は、事業者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、あら
かじめ、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷
について事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に配
慮することができるように技術的支援等を行うため、必要な措置を講ずるものとする。  
２  国は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進
されるように、必要な措置を講ずるものとする。  
 
（環境の保全に関する教育、学習等）  
第二十五条  国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活
動の充実により事業者及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環
境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。  
 
（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置）  
第二十六条  国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」
という。）が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動
が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。  
 
（情報の提供）  
第二十七条  国は、第二十五条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団
体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保
護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努
めるものとする。  
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（調査の実施）  
第二十八条  国は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に
関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。  
 
（監視等の体制の整備）  
第二十九条  国は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するため
に必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。  
 
（科学技術の振興）  
第三十条  国は、環境の変化の機構の解明、環境への負荷の低減並びに環境が経済から受ける
影響及び経済に与える恵沢を総合的に評価するための方法の開発に関する科学技術その他の環
境の保全に関する科学技術の振興を図るものとする。  
２  国は、環境の保全に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発
の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。  
 
（公害に係る紛争の処理及び被害の救済）  
第三十一条  国は、公害に係る紛争に関するあっせん、調停その他の措置を効果的に実施し、
その他公害に係る紛争の円滑な処理を図るため、必要な措置を講じなければならない。  
２  国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じな
ければならない。  
 
第六節 地球環境保全等に関する国際協力等  
（地球環境保全等に関する国際協力等）  
第三十二条  国は、地球環境保全に関する国際的な連携を確保することその他の地球環境保全
に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発途上にある海外
の地域の環境の保全及び国際的に高い価値があると認められている環境の保全であって人類の
福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの（以下この条において
「開発途上地域の環境の保全等」という。）に資するための支援を行うことその他の開発途上地
域の環境の保全等に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものと
する。  
２  国は、地球環境保全及び開発途上地域の環境の保全等（以下「地球環境保全等」という。）
に関する国際協力について専門的な知見を有する者の育成、本邦以外の地域の環境の状況その他
の地球環境保全等に関する情報の収集、整理及び分析その他の地球環境保全等に関する国際協力
の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
 
（監視、観測等に係る国際的な連携の確保等）  
第三十三条  国は、地球環境保全等に関する環境の状況の監視、観測及び測定の効果的な推進
を図るための国際的な連携を確保するように努めるとともに、地球環境保全等に関する調査及び
試験研究の推進を図るための国際協力を推進するように努めるものとする。  
 
（地方公共団体又は民間団体等による活動を促進するための措置）  
第三十四条  国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で地方公共団体が果たす役
割の重要性にかんがみ、地方公共団体による地球環境保全等に関する国際協力のための活動の促
進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
２  国は、地球環境保全等に関する国際協力を推進する上で民間団体等によって本邦以外の地
域において地球環境保全等に関する国際協力のための自発的な活動が行われることの重要性に
かんがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるも
のとする。  
 
（国際協力の実施等に当たっての配慮）  
第三十五条  国は、国際協力の実施に当たっては、その国際協力の実施に関する地域に係る地
球環境保全等について配慮するように努めなければならない。  
２  国は、本邦以外の地域において行われる事業活動に関し、その事業活動に係る事業者がそ
の事業活動が行われる地域に係る地球環境保全等について適正に配慮することができるように
するため、その事業者に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
 
第七節 地方公共団体の施策  
第三十六条  地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公
共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的か
つ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広
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域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。  
 
第八節 費用負担等  
（原因者負担）  
第三十七条  国及び地方公共団体は、公害又は自然環境の保全上の支障（以下この条において
「公害等に係る支障」という。）を防止するために国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる
者（以下この条において「公的事業主体」という。）により実施されることが公害等に係る支障
の迅速な防止の必要性、事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認められる事
業が公的事業主体により実施される場合において、その事業の必要を生じさせた者の活動により
生ずる公害等に係る支障の程度及びその活動がその公害等に係る支障の原因となると認められ
る程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその事業の実施に要する費用を負担させる
ことが適当であると認められるものについて、その事業の必要を生じさせた者にその事業の必要
を生じさせた限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担
させるために必要な措置を講ずるものとする。  
 
（受益者負担）  
第三十八条  国及び地方公共団体は、自然環境を保全することが特に必要な区域における自然
環境の保全のための事業の実施により著しく利益を受ける者がある場合において、その者にその
受益の限度においてその事業の実施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させる
ために必要な措置を講ずるものとする。  
 
（地方公共団体に対する財政措置等）  
第三十九条  国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費
用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。  
 
（国及び地方公共団体の協力）  
第四十条  国及び地方公共団体は、環境の保全に関する施策を講ずるにつき、相協力するもの
とする。  
 
（事務の区分）  
第四十条の二  第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務（政令
で定めるものを除く。）は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に
規定する第一号 法定受託事務とする。  
 
第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等  
第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関  
（中央環境審議会）  
第四十一条  環境省に、中央環境審議会を置く。  
２  中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。  
二  環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。  
三  自然公園法 （昭和三十二年法律第百六十一号）、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 
（昭和四十五年法律第百三十九号）、自然環境保全法 （昭和四十七年法律第八十五号）、動物の
愛護及び管理に関する法律 （昭和四十八年法律第百五号）、瀬戸内海環境保全特別措置法 （昭
和四十八年法律第百十号）、公害健康被害の補償等に関する法律 （昭和四十八年法律第百十一号）、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 （平成四年法律第七十五号）、ダイオキ
シン類対策特別措置法 （平成十一年法律第百五号）、循環型社会形成推進基本法 （平成十二年
法律第百十号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 （平成十二年法律第百十六号）、
使用済自動車の再資源化等に関する法律 （平成十四年法律第八十七号）、鳥獣の保護及び狩猟の
適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）、特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律 （平成十六年法律第七十八号）、石綿による健康被害の救済に関する法律 （平
成十八年法律第四号）及び生物多様性基本法 （平成二十年法律第五十八号）によりその権限に
属させられた事項を処理すること。  
３  中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べるこ
とができる。  
４  前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その
他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。  
 
第四十二条  削除  
 
（都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関）  
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第四十三条  都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調
査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他
の合議制の機関を置く。  
２  前項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、その都道府県の
条例で定める。  
 
（市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関）  
第四十四条  市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審
議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある
者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができる。  
 
第二節 公害対策会議  
（設置及び所掌事務）  
第四十五条  環境省に、特別の機関として、公害対策会議（以下「会議」という。）を置く。  
２  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  公害防止計画に関し、第十七条第四項に規定する事項を処理すること。  
二  前号に掲げるもののほか、公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企
画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。  
三  前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務  
 
（組織等）  
第四十六条  会議は、会長及び委員をもって組織する。  
２  会長は、環境大臣をもって充てる。  
３  委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）
第九条第一項 に規定する特命担当大臣のうちから、環境大臣の申出により、内閣総理大臣が任
命する。  
４  会議に、幹事を置く。  
５  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。  
６  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。  
７  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  
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2) 気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書（和文） 

http://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/kyoto01.html 
 
－環境庁地球温暖化対策研究会暫定訳－ 
 注）これは、環境庁地球温暖化対策研究会暫定訳であり、日本国政府の公的な翻訳とは何ら関
係ない。 
 
 この議定書の締約国は、気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「条約」という。）の締約
国として、条約第２条に規定する条約の究極的な目的を追求し、条約の規定を想起し、条約第３
条の規定を指針とし、条約の締約国会議の決定 1/CP.1により採択されたベルリンマンデートに
従い、次のとおり協定した。 
 
第１条 
この議定書の適用上、条約第１条の定義を適用する。これに加え、 
１．「締約国会議」とは、条約の締約国会議をいう。 
２．「条約」とは、1992年５月９日にニューヨークで採択された気候変動に関する国際連合枠組
条約をいう。 
３．「気候変動に関する政府間会合」とは、1988年に世界気象機関及び国際連合環境計画により
共同で設置された気候変動に関する政府間会合をいう。 
４．「モントリオール議定書」とは、1987年９月 16日に採択され、その後、調整され及び改正
されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書をいう。 
５．「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。 
６．「締約国」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、この議定書の締約国をいう。 
７．「附属書Ⅰの締約国」とは、その後改正されたものも含め、条約の附属書Ⅰに掲げる締約国
又は条約第４条２(g)の規定に従って通報した締約国をいう。 
 
第２条 
１．附属書Ⅰの締約国は、第３条に規定する数量的な排出抑制及び削減の約束の履行に当たり、
持続可能な開発を促進するために、次のことを行う。 
 
 (a) 各国の事情に応じて、政策及び措置（例えば、次に掲げるもの）を実施し又は策定しなけ
ればならない。 
  (i) 自国の経済の関連部門におけるエネルギー効率の向上 
  (ii)関連する国際的な環境協定に基づく約束を考慮した温室効果ガス（モントリオール議定
書によって規制されているものを除く。）の吸収源及び貯蔵庫の保護及び強化並びに持続可能な
森林管理慣行、植林及び再植林の促進 
  (iii) 気候変動を考慮した持続可能な形態の農業の促進 
  (iv)新エネルギー及び再生可能エネルギー、二酸化炭素固定技術並びに高度で革新的な環境
上適正な技術の研究並びに促進、開発及び利用の増進 
  (v) 条約の目的に反するすべての温室効果ガス排出部門における市場の不完全性、財政的イ
ンセンティブ、免税及び補助金の段階的な縮小及び撤廃並びに市場的手法の適用 
  (vi)温室効果ガス（モントリオール議定書によって規制されているものを除く。）の排出を
抑制し又は削減する政策及び措置の促進を目的とする関連部門における適当な改革の奨励 
  (vii) 運輸部門における温室効果ガス（モントリオール議定書によって規制されているもの
を除く。）の排出を抑制し又は削減する措置 
  (viii)廃棄物の管理並びにエネルギーの生産、輸送及び分配の際の回収及び再利用によるメ
タンの排出の抑制又は削減 
(b) 条約第４条２(e)(i)の規定に基づき、この条の規定により採用された政策及び措置の単独の
効果及び複合的な効果を高めるために、他の附属書Ｉの締約国と協力すること。このため、これ
らの締約国は、そのような政策及び措置の経験を共有し及び情報を交換するための措置をとらな
ければならない。この措置には、比較可能性、透明性及び効果を改善する方法の開発を含む。こ
の議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、第１回会合において又はその後できる限
り速やかに、すべての関連する情報に考慮を払いつつ、そのような協力を促進する方法を検討し
なければならない。 
２．附属書Ⅰの締約国は、国際民間航空機関及び国際海事機関を通じて作業を行い、それぞれ、
航空機燃料及びバンカー油から排出される温室効果ガス（モントリオール議定書によって規制さ
れているものを除く。）の抑制又は削減を検討しなければならない。 
３．附属書Ⅰの締約国は、条約第３条の規定に考慮を払いつつ、気候変動の悪影響、国際貿易へ
の影響並びに他の締約国（特に開発途上締約国及びとりわけ条約第４条８及び９の締約国）に対
する社会上、環境上及び経済上の影響その他の悪影響を最小限にするような方法で、この条の規

http://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/kyoto01.html
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定に基づく政策及び措置を講じるよう努めなければならない。この議定書の締約国の会合として
機能する締約国会議は、この３の規定の実施を促進するために、適当な場合には、さらなる行動
をとることができる。 
４．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、各国の異なる事情及び潜在的な影
響を考慮に入れつつ、１(a) に規定する政策及び措置を調整することが有益であると決定した場
合には、その政策及び措置の調整を更に詳細に詰めるための方法と手段を検討しなければならな
い。 
 
第３条 
１．附属書Ⅰの締約国は、2008年から 2012年までの約束期間において、附属書Ｉの締約国全体
の排出量を 1990年の水準から尐なくとも５パーセント削減することを念頭において、個別に又
は共同で、附属書Ａに掲げる温室効果ガスの人為的な排出量（二酸化炭素換算量）の合計が、附
属書Ｂに定める数量的な排出抑制及び削減の約束に基づいて計算された割当量を超えないこと
を確保しなければならない。 
２．附属書Ⅰの締約国は、2005年までに、この議定書に基づく約束の達成に当たって、明らか
な進捗を実現していなければならない。 
３．各約束期間において検証できるような炭素貯蔵量の変化として測定された、1990年以降の
植林、再植林及び森林の減尐に限り、直接的かつ人為的な土地利用変化及び林業活動から生ずる
温室効果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去の純変化は、附属書Ⅰの締約国のこの条
の規定に基づく約束の履行のために用いられなければならない。これらの活動に関連する温室効
果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去は、透明かつ検証可能な方法で報告され、条約
第 7条及び第 8条の規定に従って検討されなければならない。 
４．附属書Ⅰの締約国は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の第１回会合の
時までに、科学上及び技術上の助言に関する補助機関による検討のために、1990年の炭素貯蔵
量の水準を確定し、及びそれ以降の年の炭素貯蔵量の変化を推測できるようにするためのデータ
を提供しなければならない。この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、その第１
回会合において又はその後できる限り速やかに、不確実性、報告の透明性、検証可能性、気候変
動に関する政府間会合が行う方法論についての作業並びに第５条の規定及び締約国会議の決定
に基づき科学的及び技術的助言に関する補助機関が行う助言に考慮を払いつつ、農業土壌、土地
利用変化及び林業分野における温室効 果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去の変
化に関連する追加的な人為的活動のうち、附属書Ⅰの締約国の割当量に加え、又は割当量から差
し引くべき活動の種類及び方法に関する仕組み、規則及び指針を決定しなければなら ない。こ
の決定は、第２期の約束期間又はそれ以降の約束期間に適用されるものとする。締約国は、その
活動が 1990年以降に行われる場合には、これらの追加的な人為的活動に係る決定を、第１期の
約束期間に適用することを選択することができる。 
５．市場経済への移行の過程にある附属書Ⅰの締約国であって、締約国会議の第２回会合におけ
る決定９/CP.２によって基準年又は基準間が定められているものは、この条の規定に基づく約束
の履行に当たって、当該基準年又は基準期間を用いなければならない。その他の市場経済への移
行の過程にある附属書Ⅰの締約国であって、条約第 12条の規定により最初の情報を送付してい
ない国は、この条の規定に基づく約束を履行するために、1990年以外の過去の基準年又は 基
準期間を用いる旨を、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議に通告することがで
きる。この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、この通告の受諾について決定し
なければならない。 
６．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、条約第４条６の規定に考慮を払い
つつ、市場経済への移行の過程にある附属書Ⅰの締約国によるこの条の規定に基づく約束以外の
この議定書に基づく約束の履行については、ある程度の弾力的適用を認めることとする。 
７．2008年から 2012年までの最初の数量的な排出抑制及び削減の約束期間における附属書Ⅰの
締約国の割当量は、1990年又は５の規定に従って決定される基準年又は基準期間における附属
書Ａに掲げる温室効果ガスの人為的な排出量（二酸化炭素換算量）の合計のうち、当該締約国に
つき附属書Ｂで定める割合に相当する量に、５を乗じて得た量に相当するものとする。附属書Ⅰ
の締約国であって、1990年の土地利用変化及び林業が温室効果ガスの純発生源となるものは、
その国の割当量を計算するために、1990年の排出の基準年又は基準期間に、1990年の土地利用
変化からの人為的な発生源による排出量（二酸化炭素換算量）から吸収源による除去量を差し引
いたものを含めなければならない。 
８．附属書Ⅰの締約国は、７の規定による計算のために、ハイドロフルオロカーボン、パーフル
オロカーボン及び六弗化硫黄に係る基準年を 1995年とすることができる。 
９．附属書Ⅰの締約国の次の期間における約束は、第 21条７の規定に従って採択されるこの議
定書の附属書Ｂの改正によって設定する。この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議
は、１に規定する第１期の約束期間の終期の７年前までに、この約束に関する検討を始めなけれ
ばならない。 
10．締約国が第６条又は第 17条の規定に従って他の締約国から獲得した排出削減単位又は割当
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量の一部は、これを獲得した締約国の割当量に加えなければならない。 
11．締約国が第６条又は第 17条の規定に従って他の締約国に移転した排出削減単位又は割当量
の一部は、これを移転した締約国の割当量から差し引かなければならない。 
12．締約国が第 12条の規定により他の締約国から獲得した認証排出削減量は、これを獲得した
締約国の割当量に加えなければならない。 
13．附属書Ⅰの締約国の約束期間における排出量が、この条の規定による割当量を下回る場合に
は、当該締約国の求めにより、その差に相当する量を次の約束期間の割当量に加えることができ
る。 
14．附属書Ⅰの締約国は、開発途上締約国（特に条約第４条８及び９に規定する開発途上締約国）
に及ぼす社会上、環境上及び経済上の悪影響を最小化するような方法で、１の規定に基づく約束
を履行するよう努めなければならない。この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、
第１回会合において、これらの規定の実施に関する締約国会議の関連する決定に従って、これら
の規定で定める締約国に及ぼす気候変動の悪影響又は対応措置の影響を最小化するために、どの
ような行動が必要であるかについて検討しなければならない。この検討の対象には、基金の設置、
保険及び技術移転が含まれる。 
 
第４条 
１．前条の規定に基づく約束を共同で履行することについて合意に達した附属書Ⅰの締約国は、
附属書Ａに掲げる温室効果ガスの人為的な排出量（二酸化炭素換算量）の合計を合算した量が、
附属書Ｂに掲げる数量的な排出抑制及び削減の約束に基づき及び第３条の規定により計算した
割当量を超えない場合には、その約束を達成したものとみなされる。この合意の当事国であるそ
れぞれの締約国に割り当てられる排出量の水準は、当該合意において示されなければならない。 
２．この合意の当事国である締約国は、この議定書の批准書、承諾書、承認書又は加入書の寄託
の日に、その合意の内容を事務局に通告しなければならない。事務局は、条約の締約国及び署名
国に対し、この合意の内容を通報しなければならない。 
３．この合意は、前条７に規定する約束期間の終了までの間は、効力を有する。 
４．締約国が、地域的な経済統合のための機関の枠組により、及び地域的な経済統合のための機
関とともに実施する場合には、この議定書の採択後の当該機関の構成の変更は、この議定書に基
づく既存の約束に影響を及ぼさない。当該機関の構成の変更は、その変更後に定める第３条の規
定に基づく約束についてのみ適用する。 
５．この合意の当事国である締約国が、合算した排出削減の水準を達成できなかった場合には、
当該合意の当事国である各締約国は、各締約国につき当該合意で定められた排出量の水準につい
て、責任を有する。 
６．締約国が、この議定書の締約国である地域的な経済統合のための機関の枠組により、及び地
域的な経済統合のための機関とともに実施する場合で、合算した排出削減の水準を達成できなか
ったときは、当該機関の構成国は、個別に及び第 24条の規定に従って実施する地域的な経済統
合のための機関と共同で、この条の規定に従って通告した排出量の水準について、責任を有する。 
 
第５条 
１．附属書Ⅰの締約国は、第１期の約束期間が始まる１年前までに、すべての温室効果ガス（モ
ントリオール議定書によって規制されているものを除く。）の発生源による人為的な排出量及び
吸収源による除去量を推計するための国内の制度を整備しなければならない。この議定書の締約
国の会合として機能する締約国会議は、第１回会合において、２に規定する方法を含む国内の制
度についての指針を決定する。 
２．すべての温室効果ガス（モントリオール議定書によって規制されているものを除く。）の発
生源による人為的な排出量及び吸収源による除去量を推計するための方法は、気候変動に関する
政府間会合が承認し、及び条約の締約国会議が第３回会合において合意したものとする。この方
法が用いられない場合には、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議が第１回会合
において合意する方法に従って、適正な調整を加えなければならない。この議定書の締約国の会
合として機能する締約国会議は、特に気候変動に関する政府間会合の成果並びに科学上及び技術
上の助言に関する補助機関が行う助言に基づき、条約の締約国会議が行う関連する決定に十分に
考慮を払いつつ、当該方法及び調整 を定期的に検討し、適当な場合には改正するものとする。
方法又は調整の改正は、その改正後に採択される第３条の規定に基づく約束の履行を確保するた
めにのみ用いるものとする。 
３．附属書Ａに掲げるすべての温室効果ガスの発生源による人為的な排出量及び吸収源による除
去量の二酸化炭素換算量を計算するために用いる地球温暖化係数は、気候変動に関する政府間会
合が承認し、及び条約の締約国会議が第３回会合において合意したものとする。この議定書の締
約国の会合として機能する締約国会議は、特に気候変動に関する政府間会合の成果並びに科学上
及び技術上の助言に関する補助機関が行う助言に基づき、条約の締約国会議が行う関連 する決
定に十分に考慮を払いつつ、それぞれの温室効果ガスに係る地球温暖化係数を定期的に検討し、
適当な場合には改正するものとする。地球温暖化係数の改正は、その改正後に採択される第３条
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の規定に基づく約束の履行を確保するためにのみ用いるものとする。 
 
第６条 
１．第３条の規定に基づく約束を履行するため、附属書Ⅰの締約国は、他の附属書Ⅰの締約国か
ら、あらゆる経済部門における温室効果ガスの発生源による人為的な排出の削減又は吸収源によ
る人為的な吸収の強化を目的とする事業から生じる排出削減単位を、移転し又は獲得することが
できる。ただし、次の要件を満たすことを条件とする。 
 (a) かかる事業について、関係締約国の承認を得ていること。 
 (b) かかる事業が、当該事業が行われない場合に対して、追加的な、発生源による排出の削減
又は吸収源による吸収の強化をもたらすこと。 
 (c) 第５条及び第７条の規定に基づく義務を遵守していない場合には、排出削減単位を獲得し
ないこと。 
 (d) 排出削減単位の獲得が、第３条の規定に基づく約束を履行するための国内の措置に対して
補完的なものであること。 
２．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、第１回会合において又はその後で
きる限り速やかに、検証及び報告のためのものを含め、この条の規定を実施するために必要な指
針を策定することができる。 
３．附属書Ⅰの締約国は、その責任により、この条の規定に基づく排出削減量の発生、移転又は
獲得につながる活動への法的主体の参加を認めることができる。 
４．第８条の関連する規定に従って、附属書Ⅰの締約国によるこの条に規定する条件の実施につ
いての疑義が提起された場合であっても、当該疑義が提起された後も、引き続き、排出削減単位
の移転及び獲得を行うことができる。ただし、遵守の問題が解決するまでは、いかなる締約国も、
第３条の規定に基づく約束の履行のためにこの排出削減単位を用いてはならないことを条件と
する。 
 
第７条 
１．附属書Ⅰの締約国は、条約の締約国会議の関連する決定に従って提出する、すべての温室効
果ガス（モントリオール議定書によって規制されているものを除く。）の発生源による人為的な
排出及び吸収源による除去に関する毎年の目録に、４の規定により決定される第３条の遵守を確
保するために必要な補足的な情報を含めなければならない。 
２．附属書Ⅰの締約国は、条約第 12条の規定に従って提出する自国の情報に、４の規定により
決定されるこの議定書に基づく約束の遵守を明らかにするたに必要な補足的な情報を含めなけ
ればならない。 
３．附属書Ⅰの締約国は、自国に対してこの議定書が効力を生じた後に求められる最初の目録と
ともに、及びそれ以降は毎年、１の規定により求められる情報を提出しなければならない。附属
書Ｉの締約国は、自国に対してこの議定書が効力を発生し、及び４の規定で定める指針が採択さ
れた後に求められる最初の自国の情報の送付の一部として、２の規定により求められる情報を提
出しなければならない。この条の規定により求められる情報の提出のその後の頻度は、締約国会
議が決定する各国の情報の提出に関する日程を考慮しつつ、この議定書の締約国の会合として機
能する締約国会議が決定する。 
４．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、締約国会議が採択する附属書Ⅰの
締約国による各国の情報の準備のための指針に考慮を払いつつ、第１回会合において、この条の
規定により求められる情報の準備のための指針を採択し、その後、定期的に見直さなければなら
ない。この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、第１期の約束期間の前に、割当
量の計算の方法を決定しなければならない。 
 
第８条 
１．前条の規定に従って附属書Ⅰの締約国が提出する情報は、関連する締約国会議の決定に基づ
き、及びこの議定書の締約国の会合として機能する締約国会議が４の規定に従って採択する指針
に従い、専門家による検討チームが検討する。附属書Ⅰの締約国が前条１の規定に従って提出し
た情報は、排出の目録及び割当量の毎年の編集及び計算の一部として検討する。また、附属書Ⅰ
の締約国が前条２の規定に従って提出した情報は、情報の送付の検討の一部として検討する。 
２．専門家による検討チームは、事務局が調整し及び締約国会議がこの目的のために条約の締約
国会議が採択する指針に従い、条約の締約国及び適当な場合には政府間機関が指名する者の中か
ら選ばれる者によって構成する。 
３．この検討は、締約国によるこの議定書の実施のすべての側面について、完全かつ包括的に技
術的な評価を行うものとする。専門家による検討チームは、締約国の約束の実施を評価し及び約
束の履行における潜在的な問題及び約束の履行に影響を与える要因を評価して、この議定書の締
約国の会合として機能する締約国会議に報告を提出する。事務局は、この報告をすべての条約の
締約国に送付する。事務局は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議が更に検討
を行うために、この報告が示唆する実施に関する疑義を提示する。 
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４．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、締約国会議の関連する決定に考慮
を払いつつ、専門家による検討チームが行うこの議定書の実施に関する検討のための指針を、第
１回会合において採択し、その後は定期的に検討する。 
５．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、実施に関する補助機関及び適切な
場合には科学上及び技術上の助言に関する補助機関の支援を得て、次の事項を検討する。 
 (a) 第７条の規定に従って締約国が送付する情報及びこの条の規定に従って専門家による検
討チームが作成する報告書 
 (b) 締約国が提起し、及び３の規定に従って事務局が提示する実施に関する疑義 
６．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、５の規定による情報の検討に基づ
き、この議定書の実施のために必要な事項について決定するものとする。 
 
第９条 
１．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、気候変動及びその影響に関する利
用可能な最善の科学上の情報及び評価並びに関連する技術上、社会上及び経済上の情報に照らし
て、この議定書を定期的に検討する。この検討は、条約に基づく関連する検討、特に条約第４条
２(d) 及び第７条２(a) の規定により求められる検討と調整される。この議定書の締約国の会合
として機能する締約国会議は、この検討に基づき、適当な措置をとる。 
２．第１回目の検討は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の第２回会合にお
いて行う。その後の検討は、一定の間隔で、かつ適当な時期に行う。 
 
第１０条 
 締約国は、それぞれ共通に有しているが差異のある責任並びに各国及び地域に特有の開発の優
先順位並びに各国特有の目的及び事情を考慮し、非附属書Ⅰの締約国についていかなる新たな約
束も導入しないが、条約第４条の規定に基づく既存の約束を再確認し、並びに持続可能な開発を
達成するためにその約束の履行の促進を継続し、条約第４条３、５及び７の規定を考慮して、次
のことを行う。 
 (a)すべての温室効果ガス（モントリオール議定書によって規制されているものを除く。）につ
いて、発生源による人為的な排出及び吸収源による除去に関する自国の目録を準備し及び定期的
に更新するために、適当な場合に、かつ、可能な範囲において、締約国会議が定める比較可能な
方法を用い、及び締約国会議が採択する自国の情報の送付の準備のための指針に従って、締約国
の社会経済的状況を反映する、地域の排出係数、活動データ又はモデルの質を改善するための費
用対効果の大きい自国の（適当な場合には地域の）計画を作成すること。 
 (b) 気候変動を緩和するための措置及び気候変動への適応を容易にするための措置を含む自
国の（適当な場合には地域の）計画を作成し、実施し、公表し及び定期的に更新すること。 
  (i) これらの計画は、特に、エネルギー、運輸及び産業分野並びに農業、森林及び廃棄物の
管理に関するものとする。さらに、土地利用計画の改善のための適応の技術及び方法は、気候変
動に対する適応を改善するものとする。 
  (ii)附属書Ⅰの締約国は、第７条の規定に従い、自国の計画等この議定書に基づき講じる措
置に関する情報を提出しなければならない。他の締約国は、適当な場合には、温室効果ガスの排
出の増加の逓減及び吸収源による除去の強化並びに能力の向上及び適応措置等当該締約国が気
候変動及びその悪影響に対処することに寄与すると認める措置を含む計画に関する情報を、自国
の情報の送付に含めるよう努めなければならない。 
 (c) 気候変動に関連する環境上適正な技術、知見、慣行及び工程を開発し、利用し及び普及す
るための効果的な方法の推進について協力するとともに、適当な場合には、特に途上国に対して
これらを移転し又は取得する機会の提供を促進し、容易にし、及び資金を供与するため、実施可
能なすべての措置をとること。この措置には、環境上適正な技術を促進し、その移転及び取得の
機会を強化するために、公的に所有され、又は公共部門に帰属する環境上適切な技術の効果的な
移転のための政策及び計画を作成すること並びに民間部門の対応を可能にする環境を創設する
ことが含まれる。 
 (d) 科学的及び技術的研究について協力し、気候変動とその悪影響及び種々の対応戦略による
社会上及び経済上の結果に関連する不確実性を軽減するための、組織的観測の維持及び開発を促
進し、並びに資料の保管所を設立し、並びに条約第５条の規定を勘案して、研究及び組織的観測
に関する国際的及び政府間の努力、計画及び協力網に参加する各国の能力の開発及び強化を推進
すること。 
 (e) 国際的なレベルで、適当な場合には既存の団体を活用しつつ、国家の能力、特に人材及び
組織の能力の向上の強化、及び特に開発途上国のためのこの分野での専門家を養成するための人
的交流又は派遣等教育訓練事業の計画の作成及び実施について協力し、及びその促進を図るとと
もに、自国において、気候変動に関する国民の意識を啓発し及び気候変動に関する情報の公開を
促進すること。条約第６条の規定に考慮を払いつつ、条約の関連機関を通じて、これらの活動を
実施するために、適切な方法が開発されなければならない。 
 (f)締約国会議の関連する決定に従って、この条の規定に従って講じる計画及び活動に関する
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情報を、自国の国別報告書に含めること。 
 (g) この条の規定に基づく約束の実施に当たり、条約第４条８の規定に、できる限り考慮を払
うこと。 
 
第１１条 
１．締約国は、前条の規定の実施に当たり、条約第４条４、５、７、８及び９の規定に考慮を払
わなければならない。 
２．条約の附属書Ⅱに掲げる先進締約国は、条約第４条の規定の実施に関し、条約第４条３及び
第 11条の規定に従って、並びに条約の資金供与の制度の運営を委託された組織を通じて、次の
ことを行う。 
 (a) 開発途上締約国が第 10条(a) の規定の対象とされている条約第４条１(a)の規定に基づ
く既存の約束の履行を促進するために負担するすべての合意された費用に充てるため、新規のか
つ追加的な資金を供与すること。 
 (b) また、前条の規定の対象とされている条約第４条１の規定に基づく既存の約束の履行を促
進するための措置であって、開発途上締約国と条約第 11条に規定する国際的組織との間で合意
するものを実施するためのすべての合意された増加費用を負担するために開発途上締約国が必
要とする新規のかつ追加的な資金（技術移転のためのものを含む。）を同条の規定に従って供与
すること。 
 これらの既存の約束の履行に当たっては、資金の流れの妥当性及び予測可能性が必要であるこ
と、並びに先進締約国間の適当な責任分担が重要であることについて考慮を払う。締約国会議の
関連する決定で定める条約の資金供与の制度の運営を委託された組織に対する指導（この議定書
の採択の前に合意されたものを含む。）は、この２の規定に準用する。 
３．条約の附属書Ⅱに掲げる先進締約国は、また、二国間の及び地域的その他の多数国間の経路
を通じて、第 10条の実施のための資金を供与することができるものとし、開発途上締約国は、
これを利用することができる。 
 
第１２条 
１．クリーン開発メカニズムについて、ここに定める。 
２．クリーン開発メカニズムの目的は、非附属書Ⅰの締約国が持続可能な開発を達成し、及び条
約の究極の目的に貢献することを支援し、並びに附属書Ⅰの締約国が第３条の規定に基づく数量
的な排出抑制及び削減の約束の遵守を達成することを支援することとする。 
３．クリーン開発メカニズムの下で、 
 (a) 非附属書Ⅰの締約国は、認証された排出削減量をもたらす事業活動から利益を得る。 
 (b) 附属書Ⅰの締約国は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の決定に従い、
第３条の規定に基づく数量的な排出抑制及び削減の約束の一部の履行に寄与するため、事業活動
から生ずる認証排出削減量を利用することができる。 
４．クリーン開発メカニズムは、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の権威と
指導に従い、及びクリーン開発メカニズムの執行委員会によって監督される。 
５．各事業活動から生ずる排出削減量は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議
が指定する運営組織が、次の原則に基づいて認証する。 
 (a) 関係締約国によって承認された自主的な参加 
 (b) 気候変動の緩和に関連する実質的で、測定可能な、長期的な利益 
 (c) 認証された事業活動がない場合に生じる削減に対し、追加的な排出削減 
６．クリーン開発メカニズムは、必要に応じ、認証事業活動の資金の準備を支援する。 
７．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、第１回会合において、事業活動に
対する独立した監査及び検証を通じて透明性、効率性及び責任を確保するために、方法及び手続
を策定しなければならない。 
８．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、認証事業活動の利益の一部が、運
営費用を賄うとともに、気候変動の悪影響に対して、特に脆弱な開発途上締約国が適応の費用を
支払うことへの支援に用いられることを確保しなければならない。 
９．３(a)の規定による活動及び認証排出削減量の獲得を含むクリーン開発メカニズムへの参加
は、民間又は公的主体を含むことができ、クリーン開発メカニズムの執行委員会が与えるすべて
の指導に従わなければならない。 
10．2000年から第１期の約束期間が始まるまでの期間に得られた認証排出削減量は、第１期の
約束期間における遵守の達成を支援するために用いることができる。 
 
第１３条 
１．条約の最高機関である締約国会議は、この議定書の締約国の会合として機能する。 
２．この議定書の締約国でない条約の締約国は、この議定書の締約国の会合として機能する締約
国会議のいずれの会合の議事にもオブザーバーとして参加できる。締約国会議がこの議定書の締
約国の会合として機能するときは、この議定書に基づく決定は、この議定書の締約国のみによっ
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てなされなければならない。 
３．締約国会議がこの議定書の締約国の会合として機能する場合は、締約国会議のビューローの
構成員であって、その時点においてこの議定書の締約国でない 条約の締約国を代表するものは、
この議定書の締約国により、及びこの議定書の締約国の中から選ばれる追加的な構成員によって
代えられなければならない。 
４．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、この議定書の実施状況を定期的に
検討するものとし、その権限の範囲内で、この議定書の効果的な実施を促進するために必要な決
定を行う。このため、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、付与された任務
を遂行するとともに、次のことを行う。 
 (a) この議定書により得られるすべての情報に基づき、この議定書の締約国による実施の状況、
この議定書により採用された対策の全体としての効果、特に環境上、経済上及び社会上の効果並
びに対策の累積的な影響並びに条約の目的の達成に向けた進展の程度を評価すること。 
 (b) 条約の目的、その実施により得られた経験並びに科学的及び技術的知見の進展に照らして、
条約第４条２(d) 及び第７条２の規定により求められる検討を考慮しつつ、この議定書に基づく
締約国の義務を定期的に点検するとともに、この観点からこの議定書の実施に関する定期的報告
を検討し及び採択すること。 
 (c) 締約国の様々な事情、責任及び能力並びにこの議定書に基づくそれぞれの締約国の約束に
考慮を払いつつ、気候変動及びその影響に対処するために締約国が採用する措置に関する情報の
交換を推進し及び助長すること。 
 (d) 二以上の締約国の要請に応じ、締約国の様々な事情、責任及び能力並びにこの議定書に基
づくそれぞれの締約国の約束に考慮を払いつつ、気候変動及びその影響に対処するためにそれら
の締約国が採用する措置の調整を促進すること。 
 (e) 条約の目的とこの議定書の規定に従い、締約国会議による関連する決定に十分に考慮を払
いつつ、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議が合意するこの議定書の効果的な
実施のための比較可能な方法の開発と定期的な改良を推進し及び指導すること。 
 (f) この議定書の実施のために必要な事項に関して勧告すること。 
 (g) 第 11条２の規定に従い、追加的な資金供給がなされるよう努めること。 
 (h) この議定書の実施のために必要と考えられる補助的な機関を設けること。 
 (i) 適当な場合には、適切な国際機関並びに政府間及び非政府の組織により提供されるサービ
ス、協力及び情報を求め及び利用すること。 
 (j) この議定書の実施のために求められる任務を果たし、及び締約国会議の決定により生じる
課題を検討すること。 
５．締約国会議の手続規則及び条約に基づいて適用される財政手続は、この議定書の締約国の会
合として機能する締約国会議がコンセンサスにより決定する場合を除くほか、この議定書につい
て準用する。 
６．事務局は、この議定書の効力発生の日の後に予定される最初の締約国会議の会合と併せて、
この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の第１回 会合を招集する。この議定書の
締約国の会合として機能する締約国会議のその後の通常の会合は、この議定書の締約国の会合と
して機能する締約国会議が別段の決定を行わない限り、毎年、締約国会議の通常の会合と併せて
開催する。 
７．この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議の特別の会合は、この議定書の締約国
の会合として機能する締約国会議が必要と認めるとき又はいずれかの締約国から書面による要
請があり、事務局がその要請を締約国に通報した後６箇月以内に締約国の尐なくとも三分の一が
その要請を支持するときに開催する。 
８．国際連合、その専門機関、国際原子力機関及びこれらの国際機関の加盟国又はオブザーバー
であってこの条約の締約国でないものは、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議
の会合にオブザーバーとして出席することが できる。国内若しくは国際の又は政府若しくは民
間のもののいずれであるかを 問わず、この議定書の対象とされている事項について認定された
団体又は機関 であって、この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議にオブザーバー
として出席することを希望する旨事務局に通知したものは、当該会合に出席している締約国の三
分の一以上が反対しない限り、オブザーバーとして出席することを認められる。オブザーバーの
取扱い及び参加については、５の規定による手続規則に従わなければならない。 
 
第１４条 
１．条約第８条の規定に基づき設置された事務局は、この議定書の事務局として機能する。 
２．事務局の任務に関する条約第８条２の規定及び事務局の任務の遂行のための措置に関する条
約第８条３項の規定は、この議定書に準用する。事務局は、また、この議定書で定める任務を遂
行する。 
 
第１５条 
１．条約第９条及び第 10条の規定に従って設置された科学上及び技術上の助言に関する補助機
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関及び実施に関する補助機関は、それぞれ、この議定書の科学上及び技術上の助言に関する補助
機関及び実施に関する補助機関として機能する。条約に基づくこれらの機関の機能に関する規定
は、この議定書に準用する。この議定書の科学上及び技術上の助言に関する補助機関及び実施に
関する補助機関の会合は、それぞれ、条約の科学上及び技術上の助言に関する補助機関及び実施
に関する補助機関と併せて開催する。 
２．議定書の締約国でない条約の締約国は、補助機関のどの会合の議事についてもオブザーバー
として参加することができる。補助機関が、この議定書の補助機関として機能する場合、この議
定書に基づく決定は、この議定書の締約国のみによってなされなければならない。 
３．補助機関が、この議定書に関係した事項についての機能を行う場合は、その補助機関のビュ
ーローの構成員であって、その時点においてこの議定書の締約国でない条約の締約国を代表する
ものは、この議定書の締約国により、及びこの議定書の中から選ばれる追加的な構成員によって
代えられなければならない。 
 
第１６条 
この議定書の締約国の会合として機能する締約国会議は、できる限り速やかに、条約の締約国会
議が採択する関連する決定に照らし、条約第 13条で規定する多数国間の協議手続のこの議定書
への適用及び適切な改正を検討しなければならない。この議定書に適用される多数国間の協議手
続は、第 18条の規定に従って設けられる手続と仕組みに影響を及ぼさないように実施されなけ
ればならない。 
 
第１７条 
締約国会議は、排出量取引に関連する原則、方法、規則及び指針（特に検証、報告及び責任に関
するもの）を定める。附属書Ｂに掲げる締約国は、第３条の規定に基づく約束を履行するために、
排出量取引に参加することができる。いかなるこうした取引も、当該規定に基づく数量的な排出
抑制及び削減に関する約束を履行するための国内的な行動に対して補完的なものでなければな
らない。 
 
第１８条 
この議定書の締約国の会合として開催する締約国会議は、第１回会合において、不履行の原因、
種類、程度及び頻度を考慮しつつ、結果の示唆的なリストの作成によることを含め、この議定書
の規定に係る不履行の事例を決定し及び取り扱うための適当かつ効果的な手続及び仕組みを承
認しなければならない。この条の規定に基づく拘束力のある結論を伴う手続及び仕組みは、この
議定書の改正によって採択しなければならない。 
 
第１９条 
紛争の解決に関する条約第 14条の規定は、必要な変更を加えて、この議定書に適用する。 
 
第２０条 
１．締約国は、この議定書の改正を提案することができる。 
２．この議定書の改正は、この議定書の締約国の会合として開催する締約国会議の通常の会合に
おいて採択する。この議定書の改正案は、その採択が提案され る会合の尐なくとも６箇月前に、
事務局が締約国に通報する。事務局は、また、改正案を条約の締約国及び署名国並びに参考のた
めに寄託者に通報する。 
３．締約国は、議定書の改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力
を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にも拘わらず合意 に達しない場合には、議定書の
改正案は、最後の手段として、当該会合に出席 しかつ投票する締約国の四分の三の多数決によ
って採択する。採択された改正は、事務局が寄託者に通報するものとし、寄託者はすべての締約
国に対してその受諾のために送付する。 
４．改正の受諾書は、寄託者に寄託する。３の規定に従って採択された改正は、この議定書の締
約国の尐なくとも四分の三の受諾書を寄託者が受領した日の後 90日目の日に、当該改正を受
諾した締約国について効力を生ずる。 
５．改正は、他の締約国が当該改正の受託書を寄託者に寄託した日の後 90日目の日に当該国に
ついて効力を生ずる。 
 
第２１条 
１．この議定書の附属書は、この議定書の不可欠の一部を成すものとし、「この議定書」という
ときは、別段の明示の定めがない限り、附属書を含めていうも のとする。この議定書の発効後
に採択された附属書は、表、書式その他科学的、技術的、手続的又は事務的な性格を有する説明
的な文書に限定される。 
２．締約国は、この議定書の附属書を提案し、及びこの議定書の附属書の改正を提案できる。 
３．この議定書の附属書及び附属書の改正は、この議定書の締約国の会合として機能する締約国
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会議の通常の会合において採択される。附属書案及び附属書改 正案文は、その採択が提案され
る会合の尐なくとも６箇月前に、事務局が締約国に通報する。事務局は、附属書案又は附属書の
改正案を条約の締約国及び署名国並びに参考のために寄託者に通報する。 
４．締約国は、附属書案及び附属書の改正案につき、コンセンサス方式により合意に達するよう
あらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にも拘わらず合意に達しない場合には、
附属書又は附属書の改正は、最後の手段として、当該会合に出席しかつ投票する締約国の四分の
三の多数決によって採択される。採択された附属書又は附属書の改正は、事務局が寄託者に通報
するものとし、寄託者がすべての締約国に対し受諾のために送付する。 
５．３及び４の規定に従って採択された附属書又は附属書Ａ若しくは附属書Ｂ以外の附属書の改
正は、寄託者がその附属書の採択又は附属書の改正の採択を締約国に通報した日の６箇月後で、
その期間内に当該附属書又は附属書の改正を受諾しない旨を書面により通告した締約国を除く
ほか、この議定書のすべての締約国について効力を生ずる。当該附属書又は附属書の改正は、当
該通告を撤回する旨の通告を寄託者が受領した日の後 90日目の日に当該通告を撤回した締約国
について効力を生ずる。 
６．附属書の採択又は附属書の改正がこの議定書の改正を伴うものである場合には、採択された
附属書又は改正された附属書は、この議定書の改正が効力を生ずる時まで効力を生じない。 
７．この議定書の附属書Ａ及び附属書Ｂの改正は、いかなる附属書Ｂの改正も、関係する締約国
の書面による同意があってはじめて採択されるという条件で、前条に規定する手続に従い採択さ
れ及び効力を生ずる。 
 
第２２条 
１．各締約国は、２に規定する場合を除くほか、一の投票権を有する。 
２．地域的な経済統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この議定書の締約国
であるその構成国の数と同じ数の票を投ずる権利を行使する。当該機関は、その構成国が自国の
投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。その逆の場合も、同様とする。 
 
第２３条 
国連事務総長は、この議定書の寄託者とする。 
 
第２４条 
１．この議定書は、署名のために開放され、並びに条約の締約国である国家及び地域的な経済統
合のための機関により、批准され、受託され又は承認されなければならない。この議定書は、1998
年３月 16日から 1999年３月 15日までニュー ヨークの国際連合本部において署名のために開
放しておく。この議定書は、署名のための期間の終了の日の後は、加入のために開放しておく。
批准書、受託書、承認書又は加入書は、寄託者に寄託する。 
２．この議定書の締約国となる地域的な経済統合のための機関で当該機関のいずれの構成国も締
約国となっていないものは、この議定書に基づくすべての義務を負う。当該機関の一又は二以上
の構成国がこの議定書の締約国である場合には、当該機関及びその構成国は、この議定書に基づ
く義務の履行につきそれぞれの責任を決定する。この場合において、当該機関及びその構成国は、
この議定書に基づく権利を同時に行使することができない。 
３．地域的な経済統合のための機関は、この議定書の規律する事項に関する当該機関の権限の範
囲をこの議定書の批准書、受託書、承認書又は加入書において宣言する。当該機関は、また、そ
の権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報し、寄託者は、これを締約国に通報する。 
 
第２５条 
１．この議定書は、附属書Ⅰの締約国の 1990年における二酸化炭素排出総量の尐なくとも 55
パーセントを占める附属書Ⅰの締約国を含む 55箇国以上の条約の締約国が批准書、受託書、承
認書又は加入書を寄託した日の後 90日目の日に効力を生ずる。 
２．この条の規定の適用上、「附属書Ⅰの締約国の 1990年における二酸化炭素排出総量」とは、
この議定書の採択の日又はそれ以前に、条約第 12条の規定に従って提出した最初の自国の情報
の送付において、附属書Ⅰの締約国が通報した量とする。 
３．この議定書は、１に規定する効力発生の要件が満たされた後に、これを批准し、受託し若し
くは承認し又は加入する国又は地域的な経済統合のための機関については、批准書、受託書、承
認書又は加入書の寄託の後 90日目の日に効力を生ずる。 
４．地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、この条の規定の適用上、当該機
関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。 
 
第２６条 
 この議定書には、いかなる留保も付することができない。 
 
第２７条 
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１．締約国は、この議定書が効力を生じた日から３年を経過した後いつでも、寄託者に対して書
面による脱退の通告を行うことにより、この議定書から脱退することができる。 
２．１の脱退は、寄託者が脱退の通知を受領した日から１年を経過した日又はそれよりも遅い日
であって脱退の通告において指定されている日に効力を生ずる。 
３．この条約から脱退する締約国は、この議定書からも脱退したものとみなす。 
 
第２８条 
 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とするこの
議定書の原本は、国際連合事務総長に寄託する。 
 
1997年 12月 11日に京都で作成した。 
 
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて記載の日にこの議定書に署名した。 
附属書Ａ 
温室効果ガス 
二酸化炭素（ＣＯ２） 
メタン（ＣＨ４） 
亜酸化窒素（Ｎ２Ｏ） 
ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣｓ） 
パーフルオロカーボン（ＰＦＣｓ） 
六弗化硫黄（ＳＦ６） 
 
部門／発生源分野 
エネルギー 
 燃料の燃焼 
  エネルギー産業 
  製造業及び建設 
  運輸 
  その他の部門 
  その他 
 燃料の漏出 
  固形燃料 
  石油及び天然ガス 
  その他 
工業プロセス 
 鉱業製品 
化学産業 
 金属生産 
 その他の生産 
 ハロカーボン及び六弗化硫黄の生産 
 ハロカーボン及び六弗化硫黄の消費 
 その他 
溶剤及びその他の製品の使用 
農業 
 家畜の腸内発酵 
 家畜の糞尿管理 
 稲作 
 農業土壌 
 サバンナの野焼き 
 農業廃棄物の野焼き 
 その他 
廃棄物 
 固形廃棄物の埋立 
 下水処理 
 廃棄物の焼却 
その他 
 
- - - - - 
附属書Ｂ 
締約国             数量的な排出抑制又は削減の約束 
（基準年又は基準期間の割合） 
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オーストラリア   １０８ 
オーストリア   ９２ 
ベルギー    ９２ 
ブルガリア＊   ９２ 
カナダ    ９４ 
クロアチア＊   ９５ 
チェコ共和国＊   ９２ 
デンマーク   ９２ 
エストニア＊   ９２ 
欧州共同体      ９２ 
フィンランド   ９２ 
フランス    ９２ 
ドイツ    ９２ 
ギリシャ    ９２ 
ハンガリー＊   ９４ 
アイスランド   １１０ 
アイルランド   ９２ 
イタリア    ９２ 
日本国    ９４ 
ラトヴィア＊   ９２ 
リヒテンシュタイン   ９２ 
リトアニア＊   ９２ 
ルクセンブルグ   ９２ 
モナコ    ９２ 
オランダ    ９２ 
ニュー・ジーランド   １００ 
ノールウェー   １０１ 
ポーランド＊   ９４ 
ポルトガル   ９２ 
ルーマニア＊   ９２ 
ロシア連邦＊   １００ 
スロバキア＊   ９２ 
スロベニア＊   ９２ 
スペイン    ９２ 
スウェーデン   ９２ 
スイス    ９２ 
ウクライナ＊   １００ 
ｸﾞﾚｰﾄ･ﾌﾞﾘﾃﾝ及び北部ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ連合王国   ９２ 
アメリカ合衆国   ９３ 
＊市場経済への移行の過程にある国 
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3) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年 10月 9日法律第 117号、最終改正平成 20年 6
月 13日法律第 67号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系
に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度
を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極
的にこの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球温暖化対策に関し、京都議定書
目標達成計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制
等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的
とする。  
 
（定義）  
第二条  この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大
気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追
加的に上昇する現象をいう。  
２  この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の
保全及び強化（以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。）その他の国際的に協力して地球
温暖化の防止を図るための施策をいう。  
３  この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。  
一  二酸化炭素  
二  メタン  
三  一酸化二窒素  
四  ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの  
五  パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの  
六  六ふっ化硫黄  
４  この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガス
を大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱（燃料又
は電気を熱源とするものに限る。）を使用することをいう。  
５  この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で
定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数（温室効果ガスであ
る物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値
として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。）を乗じて得た量
の合計量をいう。  
６  この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位
により表記されるものをいう。  
一  気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（以下「京都議定書」という。）第三条７
に規定する割当量  
二  京都議定書第三条３に規定する純変化に相当する量の割当量  
三  京都議定書第六条１に規定する排出削減単位  
四  京都議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量  
五  前各号に掲げるもののほか、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行する場合におい
て同条１の算定される割当量として認められるものの数量  
 
（国の責務）  
第三条  国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変
動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温
暖化対策を策定し、及び実施するものとする。  
２  国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排
出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガス
の排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。  
３  国は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全
及び強化のための措置を講ずるとともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の
施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」と
いう。）が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、技術的な助言その
他の措置を講ずるように努めるものとする。  
４  国は、前条第六項第三号及び第四号に掲げる数量の取得、京都議定書第十七条に規定する
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排出量取引への参加その他の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置
を講ずるものとする。  
５  国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、温室効果ガスの排出の抑制等のため
の技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するものとする。  
６  国は、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、
前項に規定する調査の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進
するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室
効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の
必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
 
（地方公共団体の責務）  
第四条  地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策を推進するものとする。  
２  地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作
用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの
排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その
他の措置を講ずるように努めるものとする。  
 
（事業者の責務）  
第五条  事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者
の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）を講ずるように努めるとともに、
国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければな
らない。  
 
（国民の責務）  
第六条  国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるよ
うに努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
に協力しなければならない。  
 
（温室効果ガスの排出量等の算定等）  
第七条  政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第
四条１（ａ）に規定する目録及び京都議定書第七条１に規定する年次目録を作成するため、毎年、
我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、こ
れを公表するものとする。  
 
第二章 京都議定書目標達成計画  
（京都議定書目標達成計画）  
第八条  政府は、京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために必要な目標の達成に
関する計画（以下「京都議定書目標達成計画」という。）を定めなければならない。  
２  京都議定書目標達成計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  地球温暖化対策の推進に関する基本的方向  
二  国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等の
ための措置に関する基本的事項  
三  温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の
量に関する目標  
四  前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標  
五  前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項  
六  第二十条の二第一項に規定する政府実行計画及び第二十条の三第一項に規定する地方公共
団体実行計画に関する基本的事項  
七  温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のため
の措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関し策定及び
公表に努めるべき計画に関する基本的事項  
八  第三条第四項に規定する措置に関する基本的事項  
九  前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項  
３  内閣総理大臣は、京都議定書目標達成計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。  
４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、京都議定書目
標達成計画を公表しなければならない。  
 
（京都議定書目標達成計画の変更）  
第九条  政府は、平成二十一年において、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の
状況その他の事情を勘案して、京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討
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を加えるものとする。  
２  政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、
京都議定書目標達成計画を変更しなければならない。  
３  前条第三項及び第四項の規定は、京都議定書目標達成計画の変更について準用する。  
 
第三章 地球温暖化対策推進本部  
（地球温暖化対策推進本部の設置）  
第十条  地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本
部（以下「本部」という。）を置く。  
 
（所掌事務）  
第十一条  本部は、次に掲げる事務をつかさどる。  
一  京都議定書目標達成計画の案の作成及び実施の推進に関すること。  
二  長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。  
 
（組織）  
第十二条  本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化
対策推進本部員をもって組織する。  
 
（地球温暖化対策推進本部長）  
第十三条  本部の長は、地球温暖化対策推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理
大臣をもって充てる。  
２  本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。  
 
（地球温暖化対策推進副本部長）  
第十四条  本部に、地球温暖化対策推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、内閣官
房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。  
２  副本部長は、本部長の職務を助ける。  
 
（地球温暖化対策推進本部員）  
第十五条  本部に、地球温暖化対策推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。  
２  本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。  
 
（幹事）  
第十六条  本部に、幹事を置く。  
２  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。  
３  幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。  
 
（事務）  
第十七条  本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌
理する。  
 
（主任の大臣）  
第十八条  本部に係る事項については、内閣法 （昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣
は、内閣総理大臣とする。  
 
（政令への委任）  
第十九条  この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。  
 
第四章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策  
（国及び地方公共団体の施策）  
第二十条  国は、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定
により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連
携を図りつつ、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進する
ように努めるものとする。  
２  都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件
に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施す
るように努めるものとする。  
 
（政府実行計画等）  
第二十条の二  政府は、京都議定書目標達成計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効
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果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下この条
において「政府実行計画」という。）を策定するものとする。  
２  政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  計画期間  
二  政府実行計画の目標  
三  実施しようとする措置の内容  
四  その他政府実行計画の実施に関し必要な事項  
３  環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  
４  環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の
長と協議しなければならない。  
５  環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を
公表しなければならない。  
６  前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。  
７  政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含
む。）を公表しなければならない。  
 
（地方公共団体実行計画等）  
第二十条の三  都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び
市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化の
ための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。  
２  地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  計画期間  
二  地方公共団体実行計画の目標  
三  実施しようとする措置の内容  
四  その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項  
３  都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 
の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の
三第一項 の特例市（以下「指定都市等」という。）は、地方公共団体実行計画において、前項に
掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うた
めの施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。  
一  太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適し
たものの利用の促進に関する事項  
二  その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関す
る事項  
三  公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温
室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項  
四  その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年法律第百十号）第
二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その他の循環型社会（同条第一項 
に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事項  
４  都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域
整備計画その他の温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について、当該施策の目的の達
成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われ
るよう配意するものとする。  
５  指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体
実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなけれ
ばならない。  
６  都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじ
め、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  
７  都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじ
め、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。  
８  都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。  
９  第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。  
１０  都道府県及び市町村は、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施
の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。  
１１  都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認める
ときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を
求め、又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。  
１２  前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で
定める。  
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（地方公共団体実行計画協議会）  
第二十条の四  地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は、地方公
共団体実行計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うた
め、地方公共団体実行計画協議会を組織することができる。  
２  前項の地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。  
一  地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等  
二  関係行政機関、関係地方公共団体、第二十三条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進
員、第二十四条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、事業者、住民その他の
当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者  
三  学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者  
３  主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、第一項の地方公共団
体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。  
 
（事業活動に伴う排出抑制等）  
第二十条の五  事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等のた
めの技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に
資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を尐なくする方法で使用す
るよう努めなければならない。  
 
（日常生活における排出抑制への寄与）  
第二十条の六  事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務（以下「日常生活用
製品等」という。）の製造、輸入若しくは販売又は提供（以下この条において「製造等」という。）
を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより尐ないものの製造等を行う
とともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報
の提供を行うよう努めなければならない。  
２  日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たって
は、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務につ
いて当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温
室効果ガスの排出の抑制のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効
果的にこれを行うよう努めるものとする。  
 
（排出抑制等指針）  
第二十一条  主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ
有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。  
 
（温室効果ガス算定排出量の報告）  
第二十一条の二  事業活動（国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において
同じ。）に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの（以下「特定
排出者」という。）は、毎年度、主務省令で定めるところにより、事業所（事業活動の態様を勘
案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものに
あっては、主務省令で定める区分。以下この項、次条第一項、第二十一条の四第二項第二号及び
第二十一条の六第二項第二号において同じ。）ごとに、主務省令で定める期間に排出した温室効
果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を当該事業所に係る事業を所管する大臣（以下
「事業所管大臣」という。）に報告しなければならない。  
２  この章において「温室効果ガス算定排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに、特定
排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該
物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。  
 
（権利利益の保護に係る請求）  
第二十一条の三  特定排出者は、前条第一項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量
の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益（以下
「権利利益」という。）が害されるおそれがあると思料するときは、当該温室効果ガス算定排出
量に代えて、当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量（当該量
によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては、当該特定排出者に係る
温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量。次条第二項第二号におい
て同じ。）をもって次条第一項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことがで
きる。  
２  特定排出者は、前項の請求を行うときは、前条第一項の規定による報告と併せて、主務省
令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。  
３  事業所管大臣は、第一項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った
特定排出者に対し、その旨を通知するものとする。  
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４  事業所管大臣は、第一項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ち
に、当該請求を行った特定排出者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。  
５  前二項の決定は、第一項の請求があった日から三十日以内にするものとする。  
６  前項の規定にかかわらず、事業所管大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があると
きは、同項の期間を三十日以内に限り延長することができる。  
 
（報告事項の通知等）  
第二十一条の四  事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、
当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。  
２  前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。  
一  前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。  
二  前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当
該報告に係る事項（当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに
代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量）を通知するこ
と。  
三  前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定に
よる特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知
すること。  
３  事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定
めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。  
４  事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣
に通知するものとする。ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係
る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定
排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知する
ものとする。  
 
（報告事項の記録等）  
第二十一条の五  環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項につ
いて、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録す
るものとする。  
２  環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業
省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項（以下「ファイル記録
事項」という。）のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所
管大臣に通知するものとする。  
３  環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、
前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及
び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十一条の三第三
項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規
定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計し
た量を通知するよう求めることができる。  
４  環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣
に通知するとともに、公表するものとする。  
 
（開示請求権）  
第二十一条の六  何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日
以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するもの
の開示の請求を行うことができる。  
２  前項の請求（以下「開示請求」という。）は、次の事項を明らかにして行わなければならな
い。  
一  開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代
表者の氏名  
二  開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる
事項  
 
（開示義務）  
第二十一条の七  主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファ
イル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。  
 
（情報の提供等）  
第二十一条の八  特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十一条の二第一項の規
定による報告に添えて、第二十一条の五第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開
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示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果
ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。  
２  事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知す
るものとする。  
３  環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経
済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。  
４  環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業
省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する
事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。  
５  環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第二項の規定により通知された情報について、
環境省令・経済産業省令で定めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するも
のとする。  
６  前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。  
 
（技術的助言等）  
第二十一条の九  主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的
な温室効果ガスの排出の抑制等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報
の提供その他の援助を行うものとする。  
 
（エネルギーの使用の合理化に関する法律 との関係）  
第二十一条の十  特定排出者から、エネルギーの使用の合理化に関する法律 （昭和五十四年法
律第四十九号）第十五条第一項 （同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。）、第二十
条第三項、第五十六条第一項（同法第六十九条 及び第七十一条第六項 において準用する場合を
含む。）又は第六十三条第一項の規定による報告があったときは、第二十一条の二から前条まで、
第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る
事項に関する部分は、エネルギー（同法第二条第一項 に規定するエネルギーをいう。）の使用に
伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十一条の二第一項の規定による報告とみな
す。この場合において、同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣（以下「事業所管大臣」
という。）」とあり、第二十一条の三第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十一条の四第一項、
第三項及び第四項、第二十一条の五第四項、第二十一条の八第一項、第二項及び第五項、第四十
五条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十一条の五第二
項及び第二十一条の八第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十一条の五第三項中「関
係事業所管大臣」とあるのは、同法第十五条第一項 （同法第十八条第一項 において準用する場
合を含む。）の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第
一項 （同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。）に規定する主務大臣」と、同法第
二十条第三項 の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条
第三項 に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項 （同法第六十九条 及び第七十一条第
六項 において準用する場合を含む。）の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第
六十三条第一項 の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十
三条第一項 に規定する主務大臣」とするほか、第二十一条の二から前条まで、第四十五条及び
第四十七条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  
 
（事業者の事業活動に関する計画等）  
第二十二条  事業者は、その事業活動に関し、京都議定書目標達成計画の定めるところに留意
しつつ、単独に又は共同して、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置（他の者の温室効果ガ
スの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）に関する計画を作成し、これを公表するよう
に努めなければならない。  
２  前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、京都議定書目標達成計画の定めるところに
留意しつつ、単独に又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めな
ければならない。  
 
（地球温暖化防止活動推進員）  
第二十三条  都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知
識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうち
から、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。  
２  地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。  
一  地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。  
二  住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置
について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。  
三  地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供
その他の協力をすること。  
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四  温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をする
こと。  
 
（都道府県地球温暖化防止活動推進センター）  
第二十四条  都道府県知事は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖
化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又
は特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項 の特定非営利活動法人であって、
次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
都道府県に一を限って、都道府県地球温暖化防止活動推進センター（以下「都道府県センター」
という。）として指定することができる。  
２  都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。  
一  地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとと
もに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体
の活動を助けること。  
二  日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応
じ、並びに必要な助言を行うこと。  
三  前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実
態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。  
四  地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の
結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。  
五  前各号の事業に附帯する事業  
３  都道府県知事は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要で
あると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。  
４  都道府県知事は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の
指定を取り消すことができる。  
５  都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しく
は第三号に掲げる事業又は同項第五号に掲げる事業（同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯
するものに限る。）に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  
６  第一項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。  
 
（全国地球温暖化防止活動推進センター）  
第二十五条  環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の
防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次
項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全
国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター（以下「全国センター」という。）とし
て指定することができる。  
２  全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。  
一  地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域におけ
る啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推
進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。  
二  日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの
排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。  
三  前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及
び資料の収集、分析及び提供を行うこと。  
四  日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品について、当該排出の量
に関する情報の収集及び提供を行うこと。  
五  都道府県センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を
行い、並びに都道府県センターに対する指導その他の援助を行うこと。  
六  前各号の事業に附帯する事業  
３  環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議
しなければならない。  
４  前条第三項、第四項及び第六項の規定は、全国センターについて準用する。この場合にお
いて、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、同条第四項中「都道府県知事」
とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「第一項」
とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。  
 
（地球温暖化対策地域協議会）  
第二十六条  地方公共団体、都道府県センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民そ
の他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排
出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会（以下
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「地域協議会」という。）を組織することができる。  
２  前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員
は、その協議の結果を尊重しなければならない。  
３  前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。  
 
（環境大臣による地球温暖化防止活動の促進）  
第二十七条  環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を
図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推
進を図るための活動の促進に努めるものとする。  
 
第五章 森林等による吸収作用の保全等  
第二十八条  政府及び地方公共団体は、京都議定書目標達成計画に定められた温室効果ガスの
吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法 （昭和三十九年法律第百六十一号）
第十一条第一項 に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及
び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。  
 
第六章 割当量口座簿等  
（割当量口座簿の作成等）  
第二十九条  環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条４に基づく割当量の計算方法に
関する国際的な決定（以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。）に従い、割当
量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転（以下「算定割当量の管理」という。）を
行うための口座（以下「管理口座」という。）を開設するものとする。  
２  割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製するものとする。  
 
（算定割当量の帰属）  
第三十条  算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものと
する。  
 
（割当量口座簿の記録事項）  
第三十一条  割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。  
一  国の管理口座  
二  国内に本店又は主たる事務所（以下「本店等」という。）を有する法人（以下「内国法人」
という。）の管理口座  
２  前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人（当該管理口座の開設を受けた者をいう。
以下「口座名義人」という。）ごとに区分する。  
３  第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。  
一  口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定め
る事項  
二  保有する算定割当量の種別（第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。）ごとの数量及び
識別番号（算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する
国際連合枠組条約の事務局（以下「事務局」という。）により付された文字及び数字をいう。以
下同じ。）  
三  前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨  
四  その他政令で定める事項  
 
（管理口座の開設）  
第三十二条  算定割当量の管理を行おうとする内国法人は、環境大臣及び経済産業大臣による
管理口座の開設を受けなければならない。  
２  管理口座は、一の内国法人につき一に限り開設を受けることができるものとする。  
３  管理口座の開設を受けようとする内国法人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地
その他環境省令・経済産業省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提
出しなければならない。  
４  前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他環境省令・経済産業省令で定める書類を
添付しなければならない。  
５  環境大臣及び経済産業大臣は、第三項の規定による管理口座の開設の申請があった場合に
は、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅
滞なく、管理口座を開設しなければならない。  
６  環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により管理口座を開設したときは、遅滞なく、
当該管理口座において算定割当量の管理を行うために必要な事項をその口座名義人に通知しな
ければならない。  
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（変更の届出）  
第三十三条  口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済
産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣及び経済産業大臣に
届け出なければならない。  
２  前項の届出があった場合には、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更
するものとする。  
３  前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。  
 
（振替手続）  
第三十四条  算定割当量の取得及び移転（以下「振替」という。）は、この条に定めるところに
より、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減尐又
は増加の記録をすることにより行うものとする。  
２  算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減尐の記録がされる口座名
義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。  
３  前項の申請をする口座名義人（以下「申請人」という。）は、当該申請において、次に掲げ
る事項を示さなければならない。  
一  当該振替において減尐又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別
番号  
二  当該振替により増加の記録がされるべき管理口座（第四号に規定する場合を除く。以下「振
替先口座」という。）  
三  振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当す
るかの別 
イ 取消し（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条
の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。） 
ロ 償却（割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、国が算定割当量を京都議定書第三
条の規定に基づく約束の履行に用いることをいう。） 
ハ 次条第二項の義務を履行する目的 
ニ イからハまでに掲げる目的以外の目的 
四  京都議定書の他の締約国（以下「他の締約国」という。）に存在する口座への算定割当量の
振替を申請する場合には、当該他の締約国名及び当該振替により増加の記録がされるべき口座  
４  第二項の申請があった場合には、前項第四号に規定する場合その他環境省令・経済産業省
令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなけれ
ばならない。  
一  申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減尐の記録  
二  振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録  
５  申請人から第三項第四号に掲げる事項を示す申請があった場合には、環境省令・経済産業
省令で定める場合を除き、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済
産業大臣は、当該他の締約国及び事務局に対し当該振替に係る通知を発するとともに、当該他の
締約国及び事務局から当該振替の完了の通知を受けた後に、当該申請人の管理口座の同項第一号
の算定割当量についての減尐の記録をするものとする。  
６  他の締約国又は事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨
の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済
産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。  
７  算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業
省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行う
ことができる。  
 
（植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置）  
第三十四条の二  環境大臣及び経済産業大臣は、植林事業に係る認証された排出削減量に関す
る国際的な決定（京都議定書第十二条３（ｂ）に規定する認証された排出削減量のうち新規植林
事業又は再植林事業から生ずるものの取扱いに関する国際的な決定をいう。以下この項において
同じ。）に基づき、事務局から特定認証排出削減量（京都議定書第十二条３（ｂ）に規定する認
証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づ
くものであって、環境省令・経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に
係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める
ところにより、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人に対し、期限を定めて、
当該通知に係る特定認証排出削減量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当
量（環境省令・経済産業省令で定めるものを除く。次項において同じ。）の国の管理口座への移
転を求める旨の通知をするものとする。  
２  前項の通知を受けた口座名義人は、移転の期限までに、当該通知に係る特定認証排出削減
量又は当該通知に係る特定認証排出削減量と同量の算定割当量の国の管理口座への移転を行わ
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なければならない。  
 
（算定割当量の譲渡の効力発生要件）  
第三十五条  算定割当量の譲渡は、第三十四条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理
口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。  
２  他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する前項の規定の適用については、
当該他の締約国及び事務局からの当該振替の完了の通知を受けたことをもって、同項の増加の記
録を受けたものとみなす。  
 
（質権設定の禁止）  
第三十六条  算定割当量は、質権の目的とすることができない。  
 
（算定割当量の信託の対抗要件）  
第三十七条  算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者
がその管理口座において第三十一条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対
抗することができない。  
 
（保有の推定）  
第三十八条  国又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保
有するものと推定する。  
 
（善意取得）  
第三十九条  第三十四条（第六項を除く。）の規定に基づく振替によりその管理口座において算
定割当量の増加の記録を受けた国又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。ただし、国又
は当該口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。  
 
（割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求）  
第四十条  口座名義人は、環境大臣及び経済産業大臣に対し、割当量口座簿の自己の管理口座
に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。  
 
（勧告及び命令）  
第四十条の二  環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて第三十四条の二第二項に規
定する国の管理口座への移転を行わない口座名義人があるときは、当該口座名義人に対し、期限
を定めて、その移転を行うべき旨の勧告をすることができる。  
２  環境大臣及び経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた口座名義人が、正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該口座名義人に対し、期限を定めて、その
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  
 
（環境省令・経済産業省令への委任）  
第四十一条  この章に定めるもののほか、割当量口座簿における管理口座の開設及び算定割当
量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令・経済産業省令で定める。  
 
第七章 雑則  
（措置の実施の状況の把握等）  
第四十二条  政府は、地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措
置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。）の実施の状況を自ら
把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努
めるものとする。  
 
（関係行政機関の協力）  
第四十三条  環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行
政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の
推進について必要な協力を求めることができる。  
２  環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知
事に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。  
 
（手数料）  
第四十四条  次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の
手数料を納付しなければならない。  
一  第二十一条の六第一項のファイル記録事項の開示を受ける者  
二  第三十二条第三項の管理口座の開設の申請をする者  
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三  第三十四条第二項の振替の申請をする者  
四  第四十条の書面の交付を請求する者  
 
（磁気ディスクによる報告等）  
第四十五条  事業所管大臣は、第二十一条の二第一項の規定による報告、第二十一条の三第一
項の請求又は第二十一条の八第一項の規定による提供については、政令で定めるところにより、
磁気ディスクにより行わせることができる。  
２  事業所管大臣は、第二十一条の三第三項又は第四項の規定による通知については、政令で
定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。  
３  主務大臣は、第二十一条の六第一項（第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。）
の請求又は第二十一条の七（第二十一条の八第六項において準用する場合を含む。）の規定によ
る開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことがで
きる。  
 
（経過措置）  
第四十六条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令
で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定め
ることができる。  
 
（主務大臣等）  
第四十七条  この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。  
２  この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令と
する。  
３  内閣総理大臣は、この法律による権限（金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるも
のを除く。）を金融庁長官に委任する。  
４  この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に
委任することができる。  
５  金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を
財務局長又は財務支局長に委任することができる。  
 
第八章 罰則  
第四十八条  第三十二条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五十万円以下
の罰金に処する。  
２  法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。  
 
第四十九条  第二十四条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。  
 
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。  
一  第二十一条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  
二  第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  
三  第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者 
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4) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への
寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定
める件（平成 20年 12月 12日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農
林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第 3号） 
 
環境省「温室効果ガス排出抑制等指針について（初版）」（平成 21年 3月） 
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/pdf/pamph.pdf 
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5) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年 6月 22日法律第 49号、最終改正平成 20年
5月 30日法律第 47号）（抄） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO049.html 
 
第 7条（第一種エネルギー管理指定工場の指定） 
 経済産業大臣は、政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度(4月 1日から翌年 3

月 31日までをいう。以下同じ。)の使用量が政令で定める数値以上である工場をエネルギーの
使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定するものとする。 

2工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定し
たエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めると
ころにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産
業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された工場(以下「第一種
エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りでない。 

3第一種エネルギー管理指定工場を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当
該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところ
により、経済産業大臣に、第 1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができ
る。 

一事業を行わなくなったとき。 
二第 1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について同項の政令

で定める数値以上となる見込みがなくなったとき。 
4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、

遅滞なく、第 1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、
当該工場につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 

5経済産業大臣は、第 1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、
その旨を当該工場に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 

 
第 8条（エネルギー管理者） 
 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギ

ー管理指定工場ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けてい
る者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、第一種特定事業者の
うち次に掲げる者（以下「第一種指定事業者」という。）は、この限りでない。  

一第一種エネルギー管理指定工場のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に
供する工場であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるも
のを設置している者  

二第一種エネルギー管理指定工場のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供
する工場を設置している者  

2 第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任、死亡又
は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 

 
第 13条（エネルギー管理員） 
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー

管理指定工場ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。 
一経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めると

ころにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を
修了した者 

二エネルギー管理士免状の交付を受けている者 
2第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエ

ネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるとこ
ろにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。 

3第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任、死亡又
は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。 

4第 11条及び前条第 1項の規定はエネルギー管理員に、同条第 2項の規定は第一種指定事業者
に、同条第 3項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従
業員に準用する。この場合において、同条第 2項及び第 3項中「エネルギー管理者」とあるの
は、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。 

 
第 14条(中長期的な計画の作成) 
 第一種特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指

定工場について第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネル
ギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提
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出しなければならない。 
2前条第 1項の規定により同項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種

指定事業者は、前項の規定により中長期的な計画を作成するときは、経済産業省令で定めると
ころにより、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。 

3主務大臣は、第一種特定事業者による第 1項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を
定めることができる。 

4主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。 
 
第 15条（定期の報告） 
第一種特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第一種エネルギー管理指定

工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及
びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネル
ギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関
し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 

2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出
量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣
に協議しなければならない。 

 
第 17条（第二種エネルギー管理指定工場の指定） 
 経済産業大臣は、第一種エネルギー管理指定工場以外の工場であって第 7条第 1項の政令で定

めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを
第一種エネルギー管理指定工場に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要があ
る工場として指定するものとする。 

2工場を設置している者は、当該工場の前年度における前項の政令で定めるところにより算定し
たエネルギーの使用量が同項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めると
ころにより、当該工場のエネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産
業大臣に届け出なければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場、第 7条第 2項の
規定によりエネルギーの使用の状況に関し届け出なければならない工場及び前項の規定によ
り指定された工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)については、この限りで
ない。 

3第二種エネルギー管理指定工場を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当
該工場につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところ
により、経済産業大臣に、第 1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができ
る。 

一事業を行わなくなったとき。 
二第 1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について同項の政令

で定める数値以上となる見込みがなくなったとき。 
4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、

遅滞なく、第 1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、
当該工場につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。 

5経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場における第 1項の政令で定めるところにより
算定したエネルギーの年度の使用量が第7条第1項の政令で定める数値以上となった場合であ
って、当該工場を同項の規定により指定するときは、当該工場に係る第 1項の指定を取り消す
ものとする。 

6経済産業大臣は、第 1項の規定による指定又は前 2項の規定による指定の取消しをしたときは、
その旨を当該工場に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 

 
第 18条（準用規定） 
 第 12条第 2項、第 13条第 1項から第 3項まで及び第 15条の規定は第二種特定事業者に、第

12条第 3項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、
同条第 2項及び第 3項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替え
るものとする。  

2第 11条及び第 12条第 1項の規定は、前項の規定により準用される第 13条第 1項の規定によ
り選任されたエネルギー管理員に準用する。 

 
 
○エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（昭和 54年 9月 29日政令第 267号、最終改正平
成 21年 3月 18日政令第 40号）（抄） 

 
第 2条（第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量） 
 法第 7条第 1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量は、当該年度
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において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそ
れぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量（以下「原油
換算エネルギー使用量」という。）とする。 

2法第 7条第 1項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネル
ギー使用量の数値で 3,000キロリットルとする。 

 
第 6条（第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用量） 
 法第 17条第 1項のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネ

ルギー使用量の数値で 1,500キロリットルとする。 
 
 
○エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則（昭和 54年 9月 29日通商産業省令第 74号、
最終改正平成 19年 11月 26日経済産業省令第 74号）（抄） 

 
第 5条（第一種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出） 
 法第 7条第 2項の規定による届出は、毎年度 4月末日までに、様式第 1による届出書一通を提

出してしなければならない。 
 
第 11条（エネルギー管理員の選任） 
 法第 13条第 1項の規定によるエネルギー管理員の選任は、次に定めるところによりしなけれ

ばならない。 
一エネルギー管理員を選任すべき事由が発生した日から 6月以内に選任すること。 
二他の第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー

管理者又はエネルギー管理員に選任されている者を選任してはならないこと。 
2第一種指定事業者は、その設置している第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの

使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び
監視並びに第 14条に定める業務を管理する上で支障がないと認められる場合であって、経済
産業大臣の承認を受けた場合には、前項第二号の規定にかかわらず、他の第一種エネルギー管
理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場においてエネルギー管理者又はエネルギー管
理員に選任されている者をエネルギー管理員として選任することができる。 

3前項の承認を受けようとする者は、様式第 5のエネルギー管理員兼任承認申請書に次の書類を
添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 

一前項の選任を必要とする理由を記載した書類 
二前項の規定により選任するエネルギー管理員の執務に関する説明書 
 
第 13条（エネルギー管理員の選任等の届出） 
 法第 13条第 3項の規定による届出は、エネルギー管理員の選任、死亡又は解任があつた日の

属する年度の次年度の 6月末日までに、様式第 6による届出書一通を提出してしなければなら
ない。 

 
第 15条（中長期的な計画の提出） 
1法第 14条第 1項の規定による計画の提出は、毎年度 6月末日までに、様式第 7による計画書

一通により行わなければならない。 
2法第 13条第 1項の規定により同項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した

第一種指定事業者が前項の計画書を提出する場合には、次条の規定により提出された書面を添
付しなければならない。 

 
第 16条（参画の方法） 
 法第 14条第 2項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させるとき

は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者（他の第一種エネルギー管理指定工場又は第
二種エネルギー管理指定工場において、エネルギー管理者又はエネルギー管理員に選任されて
いる者を除く。）を参画させ、その者に様式第 8による書面を提出させなければならない。 

 
第 17条（定期の報告） 
法第 15条第 1項の規定による報告は、毎年度 6月末日までに、様式第 9による報告書一通を提

出してしなければならない。 
 
第 18条（定期の報告） 
 法第 15条第 1項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 
一エネルギーの種類別の使用量及び販売副生エネルギー等（販売された及び自らの生産に寄与し

ないエネルギーをいう。）の量並びにそれらの合計量 
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二エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 
三エネルギーの使用の合理化に関する設備の新設、改造又は撤去の状況及び稼働状況 
四エネルギーの使用の合理化に関する法第5条第1項に規定する判断の基準の遵守状況その他の

エネルギーの使用の合理化に関し実施した措置 
五生産数量（これに相当する金額を含む。）又は建築延床面積その他のエネルギーの使用量と密

接な関係をもつ値 
六エネルギーの使用の効率 
七エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 
 
第 19条（第二種エネルギー管理指定工場の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出） 
 法第 17条第 2項の規定による届出は、毎年度 4月末日までに、様式第 10による届出書一通を

提出してしなければならない。 
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6) 第一種指定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業を営む者による中長期的な計画
の作成のための指針（平成 16年 2月 26日厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第 1
号）（抄） 

 
http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/energy_indicator/01.pdf 
 
  第一種指定事業者のうち、上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に分類される業種に属する事
業の用に供する工場又は事業場を設置しているものによる中長期的な計画の作成に当たっては、
以下の事項を検討することにより、その適確な作成に資するものである。 
 
(1) 上水道業 
  上水道業については、主要な工程である取水・導水工程、沈でん・ろ過工程、高度浄水工程、
排水処理工程、送水・配水工程及び総合管理、その他の主要エネルギー消費設備に関し、工場又
は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準となるべき事項（以下
「判断基準」という。）において定めるエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組む
べき措置（以下「目標及び措置部分」という。）の実現に資する設備等の具体例としては、別表
１に掲げる設備等が有効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げる
ものである。 
 
(2) 下水道業 
  下水道業については、主要な工程である前処理工程、水処理工程、汚泥処理工程、汚泥焼却工
程及びその他の主要エネルギー消費設備、未利用エネルギーに関し、判断基準中目標及び措置部
分の実現に資する設備等の具体例としては、別表２に掲げる設備等が有効であることから、中長
期的な計画の作成における検討事項として掲げるものである。 
 
(3) 廃棄物処理業 
  廃棄物処理業については、主要な工程である前処理工程、熱処理工程、後処理工程、発電工程
及びその他の主要エネルギー消費設備に関し、判断基準中目標及び措置部分の実現に資する設備
等の具体例としては、別表３に掲げる設備等が有効であることから、中長期的な計画の作成にお
ける検討事項として掲げるものである。 
  ただし、廃棄物処理業のうち、し尿処分業におけるし尿処理施設については、主要な工程であ
る水処理工程、汚泥処理工程及びその他の主要エネルギー消費設備、未利用エネルギーに関し、
判断基準中目標及び措置部分 の実現に資する設備等の具体例としては、別表４に掲げる設備等
が有効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げるものである。 
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別表１ 
工 程 設備区分  設備、システム、技術の具体的な内容 

取水・導
水工程 

電気使用
設備 

ポンプ設備 1.運転制御の効率化（台数制御、インバータ
等による回転数制御、翼角制御等） 
2.インペラ改造による効率化 
3.高効率モータ、高効率ポンプの採用 

  除塵機 1.運転時間、運転間隔の調整による運転の効
率化 
2.上下流の水位差による ON-OFF制御 

沈でん・
ろ過工程 

電気使用
設備 

凝集池設備 1.急速攪拌・緩速攪拌装置の効率化（駆動方
式の見直し（低速モータの採用、インバータ
制御等）、駆動軸の改良、翼車の材質・構造
等の改良） 

  沈でん設備 1.汚泥掻き寄せ機の運転の効率化（効率的な
駆動方式の選定、運転時間・運転間隔の調整） 
2.汚泥排出装置の運転の効率化（界面計・濃
度計の利用、運転時間・運転間隔の調整） 

  ろ過池設備 1.逆洗の効率化（洗浄の頻度、時間等の見直
し） 

  膜ろ過設備 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、イン
バータ等による回転数制御、翼角制御等） 
2．インペラ改造による効率化 
3.膜洗浄の効率化（頻度、時間等の見直し） 

高度浄水
工程 

電気使用
設備 

オゾン処理設備 1.オゾン発生設備の運転の効率化（オゾン注
入量の制御） 

  粒状活性炭ろ過池設
備 

1.洗浄の効率化（洗浄の頻度、時間等の見直
し） 

排水処理
工程 

電気使用
設備 

汚泥濃縮設備 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、イン
バータ等による回転数制御、翼角制御等） 
2．インペラ改造による効率化 
3.運転時間、運転間隔の調整による運転の効
率化 

  汚泥脱水設備 1.脱水の効率化（天日乾燥と脱水機の併用、
効率的な駆動方式の選定、排熱利用による濃
縮汚泥の加温、運転時間・運転間隔の調整） 
2.搬送設備も含めた脱水機系列の制御 

送水・配
水工程 

電気使用
設備 

送水・配水施設 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、イン
バータ 等による回転数制御、翼角制御等） 
2．インペラ改造による効率化 
3.高効率モータ、高効率ポンプの採用 
4.水圧管理、ブロック配水システムの採用、
漏水対策による配水管理の適正化 

総合管理 電気使用
設備 

水運用システム 水量、水圧を適正に管理した効率的な原水、
浄水の運用 

  監視制御システム 1.エネルギー管理システムの導入 
2.省エネルギー型の監視制御設備の導入 

その他の
主要エネ
ルギー消
費設備 

電気使用
設備 

受変電・
配電設備 

低損失変
圧器 

低損失磁性体材料を使用した変圧器及び低
損失構造の変圧器（モールド変圧器、アモル
ファス変圧器、高効率変圧器等） 

  負荷電圧
安定化供
給装置 

高い電圧による負荷中心点への配電、インピ
ーダンスの低減によっても、なお、電圧降下
が大きいか許容電圧変動範囲に収まらない
場合に負荷時タップ切換変圧器、負荷時電圧
調整器、誘導電圧調整器等の電圧調整装置に
より安定した電圧で供給する装置 

   変圧器の
台数制御
装置 

変圧器の負荷率を監視し、系統の並列、解列
により無負荷損の削減と負荷率が向上する
ように変圧器の台数を制御する装置 

   変圧器容
量の適正

電力使用量、負荷率等に見合った容量に変更
すること 
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化 

   高効率無
停電電源
装置 

電源周波数及び電圧が安定している状態で
は商用電源を直接使用し、停電時及び周波数
変動時には瞬時にバッテリー電源等のイン
バータ運転をする無停電電源装置。常時イン
バータ運転を行わず変換ロスが低減できる 

   電力貯蔵
用電池設
備 

昼間の電力ピークを抑え、負荷率を向上させ
るために使用する高効率で大容量な蓄電設
備（NaS電池、レドックスフロー電池等） 

  力率改善 進相コン
デンサ 

事業場受電端又は遅れ無効電力を多量に発
生する設備近傍に、油入り、乾式等の電力コ
ンデンサ(進相コンデンサ)を設置すること
により力率を改善させる 

   自動力率
改善装置 

系統の力率を測定し、系統力率が 1.0となる
よう、進相コンデンサの投入・開放を自動的
に行う装置 

   モータ一
体型進相
コンデン
サ 

モータ単体毎にコンデンサを設置すること
により個別設備ごとに力率改善に資するも
の 

  高効率モ
ータ 

高効率モ
ータ 

ハイグレードの鉄心の採用と巻線の改善や
冷却扇の改善により汎用型に比べ損失を改
善した誘導モータ 

   永久磁石
モータ 

回転子に永久磁石(PM)を使用した同期モー
タであり、２次巻線に電力を投入しなくても
良いため高効率である 

  回転数制
御装置 

インバー
タ制御装
置 

ポンプ、ファン等の流量を可変にするため、
モータに供給する周波数及び電圧を制御す
る装置 

   極数変換
モータ 

固定子巻線の極数を切り替えることにより
回転数を段階状に切り替えることができる
もの。速度変換要求が固定の場合有効 

  計測管理
装置 

デマンド
コントロ
ール装置 

最大電力を常時監視し、設定値を超過すると
予測されたときに警報や負荷の遮断を行う
装置 

 空気調和
設備、給
湯設備、
換気設
備、昇降
機設備等 

空調熱源
設備・シ
ステム 

高効率タ
ーボ冷凍
機 

定格運転時に成績係数(COP)が 6程度以上の
冷凍機。圧縮系をインバータ駆動するもので
は、冷却水温度が低い場合には更に COP向上
が顕著である 

ガスエン
ジンヒー
トポンプ
システム 

ガスエンジン駆動のヒートポンプで冷暖房
を行うとともに、暖房時エンジン排熱を蒸発
器で吸収し利用するもの 

高効率マ
ルチエア
コン 

圧縮機やファンに DCモータを採用したり、
圧縮機の性能向上、室外機・室内機の熱交換
性能等を向上させたマルチエアコン。個別空
調システムとして使用される 

   氷蓄熱型
マルチエ
アコン 

氷蓄熱タンクとマルチエアコンを一体型と
したもので、夜間電力を使用して氷を製造し
昼間に冷房として使う。個別空調システムと
して使用される 

   改良型二
重効用吸
収冷温水
機 

吸収液の再生もしくは凝縮工程における排
熱により燃焼用空気もしくは吸収液の予熱
又は温水の製造を行う機構を有するもの 

   外気冷房
空調シス
テム 

中間期や冬期の冷房を外気により行うこと
により熱源機のエネルギー消費を低減させ
るシステム。全熱交換器がある場合はバイパ
スさせる 
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   遠赤外線

利用暖房
装置 

遠赤外線照射により直接人体に伝えること
により暖房するもの。空気を暖めないため効
率的である 

   全熱交換
器 

排気熱の顕熱と潜熱を給気に回収し、外気負
荷を削減する 

  空気調
和・熱源
設備の最
適制御 

予冷予熱
時外気取
入制御 

予冷予熱時に外気取り入れを停止すること 

外気導入
量の適正
化制御 

室内 CO2センサにより外気導入量を適切に
制御すること 

   冷温水送
水設定温
度の最適
設定制御 

冷凍機及び温水機からの冷温水送水温度を
負荷及び搬送動力に合わせて最適に設定変
更すること。成績係数(COP)向上に有効 

   冷却水設
定温度の
最適設定
制御 

冷却水温度が低いほど熱源機器の効率が向
上するため、冷凍機の保護回路等とバランス
を取り、最適な温度とすること 

   熱源台数
制御 

複数台の冷凍機等が設置されている場合に、
事業場の負荷に合わせて最適な台数を選択
し制御すること 

  空気調和
用搬送動
力の低減 

水・空気
搬送ロス
の低減 

圧力の適正化、自動制御装置の最適化 

   羽根車吸
入間隔の
変更 

ポンプの羽根車の吸入間隔の調整により、ポ
ンプ性能を設備の必要水量圧力に合わせる
こと 

   配管内流
動抵抗低
減剤 

密閉系の配管システムにおいて界面活性剤
等を混入し、配管内流動抵抗を低減させ、搬
送動力を低減させるもの 

   水和物ス
ラリ空調
システム
(VCS) 

水和物と水溶液の混相媒体を熱搬送材とし
て使用し、高密度で冷潜熱搬送を行い、搬送
動力を低減させるシステム 

  空気調和
関係その
他 

内壁・
窓・床の
断熱 

非空調空間と居室との境界壁を断熱するこ
と 

   外壁・屋
根・窓・
床の断熱 

外壁・屋根・窓・床の断熱を強化し貫流熱及
び放散熱を低減すること 

   建物の気
密化 

気密サッシ、風除室、二重ドア、回転ドア等
を使用し気密化すること 

   屋上緑
化、壁面
緑化 

蒸散冷却させるために屋上、壁面に植栽を施
すこと 

   日射遮蔽 ブラインド、熱線反射ガラス、選択透過フィ
ルム、断熱塗布剤等による日射遮蔽 

   空調ゾー
ニング最
適化 

使用時間帯、負荷形態等により空調ゾーンを
細分化すること 

  給湯設備 自然冷媒
（CO2）ヒ
ートポン
プ給湯機 

自然冷媒（CO2）を採用しヒートポンプ運転
で最高 90℃までの高温沸上げが可能なもの。
フロンの代わりに CO2を冷媒とすることに
より、環境負荷が尐なく、給湯に必要な高温
を得ることが可能となった。 
ヒートポンプユニットと給湯ユニットで構
成 

   高効率ヒ 新冷媒(R410A)を採用しヒートポンプ運転で
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ートポン
プ給湯機 

最高 80℃までの高温沸上げが可能なもの。
成績係数(COP)が高い。ヒートポンプユニッ
トと給湯ユニットで構成 

   潜熱回収
型給湯器 

従来のガス給湯器では、約 200℃の排気ガス
を大気中に放出していたが、本給湯器は、捨
てられていた排気ガスから水蒸気と熱を凝
縮して熱の回収を行うことで約 80℃まで排
気の温度を下げ、その回収した熱を給水の予
熱として活用する給湯器 

   ガスエン
ジン給湯
器 

ガスエンジンで発電するとともに、エンジン
排熱を給湯ユニットに貯め利用するもの。ガ
スエンジンユニットと給湯ユニットで構成 

  高換効気
率設備 

可変風量
換気装置 

給排気風量をインバータにより制御する換
気装置 

   局所排気
システム 

喫煙場所や燃焼器具、複写機等の空気汚染源
に対し、局所排気を行い空調負荷の低減を図
るシステム 

  換気量最
適化 

CO2又は 
CO濃度に
よる換気
制御シス
テム 

駐車場等の換気に使用。CO2又は CO濃度を計
測し換気ファンの台数や回転数を制御し、設
定された CO2又は CO濃度になるよう制御す
るシステム 

   温度セン
サによる
換気制御
システム 

電気室や機械室等の換気に使用。上限・下限
の温度を設定しておき、超過した時に換気フ
ァンの運転／停止を行うシステム 

   タイムス
ケジュー
ルによる
換気制御
システム 

倉庫や機械室等の使用時間、季節等に合わ
せ、タイムスケジュールを組んでおき運転／
停止を行うシステム。また、間欠運転と組み
合わせることも検討すること 

  エレベー
タ 

インバー
タ制御方
式 

ロープ式エレベータの回転数制御をインバ
ータで制御する方式 

   回生電力
回収シス
テム 

エレベータのかごの乗員数や方向により、運
転時、モータに負荷がかかると発電する（回
生電力）機能を活用し、回生電力を回収する
システム 

   PMギヤレ
ス巻上機 

永久磁石(PM)式同期モータを組み込んだギ
ヤレス巻上機。加速・減速がなめらかで騒音
も尐なく、エネルギー効率に優れている 

  エスカー
タ 

自動運転
装置 

エスカレータ乗り場の手前に光電ポストを
設置し利用者を感知し自動運転する 

   台数制御 時間帯別に利用エスカレータを台数制御す
ること 

 照明設備 高効率照
明設備 

LED照明
器具 

白色の発光ダイオード(LED)を光源に使用し
た照明器具。発熱が尐なく、小型、長寿命で
ある 

   窓際照明
の回路分
離 

昼間の消灯が可能なように、窓際照明回路を
分離すること 

   光ダクト
システム 

ダクト内面を鏡面にし、日射を照明の必要な
部屋に伝送するシステム。通常照明を補完し
使用する 

   高反射率
板 

蛍光ランプの灯具に装着する反射板を高反
射のものとする 

   高輝度誘
導灯 

冷陰極蛍光灯を使用した誘導灯 

  照明制御 ブライン 季節、時間帯に応じて昼光利用を図りつつ、
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装置 ド制御 空気調和の負荷を遮蔽する制御をすること 

   照明自動
点滅装置 

タイムスケジュール、昼光センサ、人感セン
サ等により自動的に照明を点滅する装置 

   段調光シ
ステム 

必要照度に応じて段階的に照度を設定する
システム。過剰照度を避けることができる 

   昼光利用
システム 

昼光センサにより室内照度を適正に保つよ
うに照明光量を自動的に制御するシステム。
外界の明るさを有効利用できるため、照明電
力を低減できる 

 
別表２ 
（略） 
 
別表３ 
（略） 
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7) 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成 9年 4月 18日法律第 37号、最終改正平成
17年 7月 26日法律第 87号）（抄） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO037.html 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の
確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利
用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生
活の安定に寄与することを目的とする。  
 
（定義）  
第二条  この法律において「新エネルギー利用等」とは、石油代替エネルギーの開発及び導入
の促進に関する法律 （昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。）
第二条 に規定する石油代替エネルギー（以下この条において「石油代替エネルギー」という。）
を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用するこ
と（石油に対する依存度の軽減に特に寄与するものに限る。）のうち、経済性の面における制約
から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るた
め特に必要なものとして政令で定めるものをいう。  
 
第二章 基本方針等  
（基本方針）  
第三条  経済産業大臣は、新エネルギー利用等の促進に関する基本方針（以下「基本方針」と
いう。）を定め、これを公表しなければならない。  
２  基本方針は、次に掲げる事項について、エネルギー需給の長期見通し、新エネルギー利用
等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつ
つ定めるものとする。  
一  新エネルギー利用等に関してエネルギーを使用する者（以下「エネルギー使用者」という。）
が講ずべき措置に関する基本的な事項  
二  新エネルギー利用等の促進のために、エネルギーを供給する事業を行う者（次条第二項に
おいて「エネルギー供給事業者」という。）及び新エネルギー利用等を行うための機械器具の製
造又は輸入の事業を行う者（同項において「製造事業者等」という。）が講ずべき措置に関する
基本的な事項  
三  新エネルギー利用等の促進のための施策に関する基本的な事項  
四  その他新エネルギー利用等に関する事項  
３  経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。  
４  経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協
議しなければならない。  
５  経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するもの
とする。  
６  第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。  
 
（エネルギー使用者等の努力）  
第四条  エネルギー使用者は、基本方針の定めるところに留意して、新エネルギー利用等に努
めなければならない。  
２  エネルギー供給事業者及び製造事業者等は、基本方針の定めるところに留意して、新エネ
ルギー利用等の促進に努めなければならない。  
 
（新エネルギー利用指針）  
第五条  経済産業大臣は、新エネルギー利用等の特性、新エネルギー利用等に関する技術水準
その他の事情からみて新エネルギー利用等を行うことが適切であると認められるエネルギー使
用者における新エネルギー利用等を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意し
つつ、推進すべき新エネルギー利用等の種類及び方法に関し、エネルギー使用者に対する新エネ
ルギー利用等に関する指針（以下「新エネルギー利用指針」という。）を定め、これを公表する
ものとする。  
２  経済産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、新エネルギー利用指針を改
定するものとする。  
３  経済産業大臣は、新エネルギー利用指針を定め、又はこれを改定しようとするときは、あ
らかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。  
 
（指導及び助言）  
第六条  主務大臣は、新エネルギー利用等を促進するため必要があると認めるときは、エネル
ギー使用者に対し、新エネルギー利用指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。  
 
（地方公共団体の施策における配慮）  
第七条  地方公共団体は、地域における新エネルギー利用等の促進に資する施策の策定及び実
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施に当たっては、できる限り、基本方針の定めるところに配慮するものとする。  
 
第三章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進  
（利用計画の認定）  
第八条  事業活動において新エネルギー利用等を行おうとする者（当該新エネルギー利用等を
行う法人を設立しようとする者を含む。）は、当該新エネルギー利用等に関する計画（以下「利
用計画」という。）を作成し、これを主務大臣に提出して、その利用計画が適当である旨の認定
を受けることができる。  
２  利用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  
一  新エネルギー利用等の目標  
二  新エネルギー利用等の内容及び実施時期  
三  新エネルギー利用等に必要な資金の額及びその調達方法  
３  主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その利用計画が次の各号に適合
するものであると認めるときは、その認定をするものとする。  
一  前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであり、かつ、我が
国全体の新エネルギー利用等の普及にとって特に有効なものであること。  
二  前項第二号及び第三号に掲げる事項が新エネルギー利用等を確実に行うために適切なもの
であること。  
 
（利用計画の変更等）  
第九条  前条第一項の認定を受けた者（その者の設立に係る同項の法人を含む。）は、当該認定
に係る利用計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。  
２  主務大臣は、前条第一項の認定を受けた利用計画（前項の規定による変更の認定があった
ときは、その変更後のもの。以下「認定利用計画」という。）に係る新エネルギー利用等を行う
者（以下「認定事業者」という。）が当該認定利用計画に従って新エネルギー利用等を行ってい
ないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。  
３  前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。  
 
（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務）  
第十条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、新エネルギー利用等を促進す
るため、次の業務を行う。  
一  認定事業者が認定利用計画に従って行う新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務の保
証を行うこと。  
二  前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  
 
第十一条  削除  
 
第十二条  削除  
 
（中小企業投資育成株式会社法 の特例）  
第十三条  （略） 
 
第四章 雑則  
（報告の徴収）  
第十四条  主務大臣は、認定事業者に対し、認定利用計画の実施状況について報告を求めるこ
とができる。  
 
（主務大臣）  
第十五条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。  
一  第六条に規定する指導及び助言に関する事項については、経済産業大臣及びエネルギー使
用者の行う事業を所管する大臣とする。  
二  第八条第一項に規定する認定、第九条第一項に規定する変更の認定、同条第二項に規定す
る認定の取消し及び前条に規定する報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該
新エネルギー利用等を行う者の行う事業を所管する大臣とする。  
 
（罰則）  
第十六条  第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰
金に処する。  
２  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項
の刑を科する。 
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8) 循環型社会形成推進基本法（平成 12年 6月 2日法律第 110号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html 
 
第一章 総則 
（目的）   
第一条  この法律は、環境基本法 （平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっとり、循環型
社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明ら
かにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の
基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進
し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。  
 
（定義）   
第二条  この法律において「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並
びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われるこ
とが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（廃棄物（廃棄物
の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項 に規定する廃棄
物をいう。以下同じ。）としての処分をいう。以下同じ。）が確保され、もって天然資源の消費を
抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。  
２  この法律において「廃棄物等」とは、次に掲げる物をいう。  
一  廃棄物  
二  一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品（現に使用され
ているものを除く。）又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築
に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品（前号に掲げる物
並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）  
３  この法律において「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なものをいう。  
４  この法律において「循環的な利用」とは、再使用、再生利用及び熱回収をいう。  
５  この法律において「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。  
一  循環資源を製品としてそのまま使用すること（修理を行ってこれを使用することを含む。）。  
二  循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること。  
６  この法律において「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用するこ
とをいう。  
７  この法律において「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供する
ことができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。  
８  この法律において「環境への負荷」とは、環境基本法第二条第一項 に規定する環境への負
荷をいう。  
 
（循環型社会の形成）  
第三条  循環型社会の形成は、これに関する行動がその技術的及び経済的な可能性を踏まえつ
つ自主的かつ積極的に行われるようになることによって、環境への負荷の尐ない健全な経済の発
展を図りながら持続的に発展することができる社会の実現が推進されることを旨として、行われ
なければならない。  
 
（適切な役割分担等）  
第四条  循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の
適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費用がこれらの者により適正かつ公平
に負担されることにより、行われなければならない。  
 
（原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制）  
第五条  原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用
又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっ
ては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物
等となることができるだけ抑制されなければならない。  
 
（循環資源の循環的な利用及び処分）  
第六条  循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要
があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。  
２  循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないように適
正に行われなければならない。  
 
（循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則）  
第七条  循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、
かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考
慮されることによって、これらが行われなければならない。この場合において、次に定めるとこ
ろによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこれによらな
いことが考慮されなければならない。  
一  循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がさ
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れなければならない。  
二  循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利
用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。  
三  循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利
用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければな
らない。  
四  循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものにつ
いては、処分されなければならない。  
 
（施策の有機的な連携への配慮）  
第八条  循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たっては、自然界における物質の適正な
循環の確保に関する施策その他の環境の保全に関する施策相互の有機的な連携が図られるよう、
必要な配慮がなされるものとする。  
 
（国の責務）  
第九条  国は、第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則（以下「基
本原則」という。）にのっとり、循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、
及び実施する責務を有する。  
 
（地方公共団体の責務）  
第十条  地方公共団体は、基本原則にのっとり、循環資源について適正に循環的な利用及び処
分が行われることを確保するために必要な措置を実施するほか、循環型社会の形成に関し、国と
の適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。  
 
（事業者の責務）  
第十一条  事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその
事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等
がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行
い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的
な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。  
２  製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行う
に際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容
器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の
設計の工夫及び材質又は成分の表示その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて
適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにする
ために必要な措置を講ずる責務を有する。  
３  前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場合における
その循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれ
適切に役割を分担することが必要であるとともに、当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選
択、当該製品、容器等が循環資源となったものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割
が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては、当該製品、容器等
の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該
製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれについて適正に
循環的な利用を行う責務を有する。  
４  循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、かつ、
その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められ
るものについては、当該循環資源の循環的な利用を行うことができる事業者は、基本原則にのっ
とり、その事業活動を行うに際しては、これについて適正に循環的な利用を行う責務を有する。  
５  前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際しては、
再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が
実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。  
 
（国民の責務）  
第十二条  国民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用
すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等が廃棄物等とな
ることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを
促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し国及び地方公共団体の施策に協力する責務
を有する。  
２  前項に定めるもののほか、前条第三項に規定する製品、容器等については、国民は、基本
原則にのっとり、当該製品、容器等が循環資源となったものを同項に規定する事業者に適切に引
き渡すこと等により当該事業者が行う措置に協力する責務を有する。  
３  前二項に定めるもののほか、国民は、基本原則にのっとり、循環型社会の形成に自ら努め
るとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有
する。  
 
（法制上の措置等）  
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第十三条  政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の
措置その他の措置を講じなければならない。  
 
（年次報告等）  
第十四条  政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府
が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。  
２  政府は、毎年、前項の報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮し
て講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  
 
第二章 循環型社会形成推進基本計画  
（循環型社会形成推進基本計画の策定等）  
第十五条  政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循
環型社会の形成に関する基本的な計画（以下「循環型社会形成推進基本計画」という。）を定め
なければならない。  
２  循環型社会形成推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針  
二  循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策  
三  前二号に掲げるもののほか、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項  
３  中央環境審議会は、平成十四年四月一日までに循環型社会形成推進基本計画の策定のため
の具体的な指針について、環境大臣に意見を述べるものとする。  
４  環境大臣は、前項の具体的な指針に即して、中央環境審議会の意見を聴いて、循環型社会
形成推進基本計画の案を作成し、平成十五年十月一日までに、閣議の決定を求めなければならな
い。  
５  環境大臣は、循環型社会形成推進基本計画の案を作成しようとするときは、資源の有効な
利用の確保に係る事務を所掌する大臣と協議するものとする。  
６  環境大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、循環型社会形成
推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。  
７  循環型社会形成推進基本計画の見直しは、おおむね五年ごとに行うものとし、第三項から
前項までの規定は、循環型社会形成推進基本計画の変更について準用する。この場合において、
第三項中「平成十四年四月一日までに」とあるのは「あらかじめ、」と、第四項中「平成十五年
十月一日までに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。  
 
（循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係）  
第十六条  循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項 に規定する環境基本計
画（次項において単に「環境基本計画」という。）を基本として策定するものとする。  
２  環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関
しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。  
 
第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策  
第一節 国の施策  
（原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置）  
第十七条  国は、事業者がその事業活動に際して原材料を効率的に利用すること、繰り返して
使用することが可能な容器等を使用すること等により原材料等が廃棄物等となることを抑制す
るよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。  
２  国は、国民が製品をなるべく長期間使用すること、商品の購入に当たって容器等が過剰に
使用されていない商品を選択すること等により製品等が廃棄物等となることを抑制するよう、こ
れに関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。  
 
（循環資源の適正な循環的な利用及び処分のための措置）  
第十八条  国は、事業者が、その事業活動に際して、当該事業活動において発生した循環資源
について自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われる
ことを促進し、又は循環的な利用が行われない当該循環資源について自らの責任において適正に
処分するよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。  
２  国は、国民が、その使用に係る製品等が循環資源となったものが分別して回収されること
に協力すること、当該循環資源に係る次項に規定する引取り及び引渡し並びに循環的な利用の適
正かつ円滑な実施に協力すること等により当該循環資源について適正に循環的な利用及び処分
が行われることを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。  
３  国は、製品、容器等が循環資源となった場合におけるその循環的な利用が適正かつ円滑に
行われることを促進するため、当該循環資源の処分の技術上の困難性、循環的な利用の可能性等
を勘案し、国、地方公共団体、事業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であ
り、かつ、当該製品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となっ
たものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推進する上で重
要であると認められるものについて、当該製品、容器等の製造、販売等を行う事業者が、当該製
品、容器等が循環資源となったものの引取りを行い、若しくは当該引取りに係る循環資源の引渡
しを行い、又は当該引取りに係る循環資源について適正に循環的な利用を行うよう、必要な措置
を講ずるものとする。  
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４  国は、循環資源であってその循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能であり、
かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であると認め
られるものについて、その事業活動を行うに際して当該循環資源の循環的な利用を行うことがで
きる事業者がこれについて適正に循環的な利用を行うよう、規制その他の必要な措置を講ずるも
のとする。  
 
（再生品の使用の促進）  
第十九条  国は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用すると
ともに、地方公共団体、事業者及び国民による再生品の使用が促進されるように、必要な措置を
講ずるものとする。  
 
（製品、容器等に関する事前評価の促進等）  
第二十条  国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度を勘案して、事
業者が、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、その事業活動に係る製品、容器等
に関し、あらかじめ次に掲げる事項について自ら評価を行い、その結果に基づき、当該製品、容
器等に係る環境への負荷を低減するための各種の工夫をすることにより、当該製品、容器等が廃
棄物等となることが抑制され、当該製品、容器等が循環資源となった場合におけるその循環的な
利用が促進され、並びにその循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の低減が図られるよう、
技術的支援その他の必要な措置を講ずるものとする。  
一  その事業活動に係る製品、容器等の耐久性に関すること。  
二  その事業活動に係る製品、容器等が循環資源となった場合におけるその循環的な利用及び
処分の困難性に関すること。  
三  その事業活動に係る製品、容器等が循環資源となった場合におけるその重量又は体積に関
すること。  
四  その事業活動に係る製品、容器等に含まれる人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関
係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害
が生ずるおそれがある物質の種類及び量その他当該製品、容器等が循環資源となった場合におけ
るその処分に伴う環境への負荷の程度に関すること。  
２  国は、事業者が、その事業活動に係る製品、容器等が廃棄物等となることが抑制され、又
は当該製品、容器等が循環資源となった場合においてこれについて適正に循環的な利用及び処分
が行われるために必要なその材質又は成分、その処分の方法その他の情報を、その循環的な利用
及び処分を行う事業者、国民等に提供するよう、規制その他の必要な措置を講ずるものとする。  
 
（環境の保全上の支障の防止）  
第二十一条  国は、原材料等が廃棄物等となることの抑制並びに循環資源の循環的な利用及び
処分を行う際の環境の保全上の支障を防止するため、公害（環境基本法第二条第三項 に規定す
る公害をいう。）の原因となる物質の排出の規制その他の必要な措置を講じなければならない。   
 
（環境の保全上の支障の除去等の措置）  
第二十二条  国は、循環資源の循環的な利用及び処分により環境の保全上の支障が生じると認
められる場合において、当該環境の保全上の支障に係る循環資源の利用若しくは処分又は排出を
行った事業者に対して、当該循環資源を適正に処理し、環境の保全上の支障を除去し、及び原状
を回復させるために必要な費用を負担させるため、必要な措置を講ずるものとする。この場合に
おいて、当該事業者が資力がないこと、確知できないこと等により、当該事業者が当該費用を負
担できないときにおいても費用を負担することができるよう、事業者等による基金の造成その他
の必要な措置を講ずるものとする。  
 
（原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置）  
第二十三条  国は、製品等の製造若しくは加工又は循環資源の循環的な利用、処分、収集若し
くは運搬を業として行う者が原材料の効率的な利用を図るための施設の整備、再生品を製造する
ための施設の整備その他の原材料等が廃棄物等となることを抑制し、又は循環資源について適正
に循環的な利用及び処分を行うための適切な措置を執ることを促進するため、その者にその経済
的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように
努めるものとする。  
２  国は、適正かつ公平な経済的な負担を課すことにより、事業者及び国民によって製品、容
器等が廃棄物等となることの抑制又は製品、容器等が循環資源となった場合におけるその適正か
つ円滑な循環的な利用若しくは処分に資する行為が行われることを促進する施策に関し、これに
係る措置を講じた場合における効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し、及び研究す
るとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環型社会
の形成を推進することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。  
 
（公共的施設の整備）  
第二十四条  国は、循環資源の循環的な利用、処分、収集又は運搬に供する施設（移動施設を
含む。）その他の循環型社会の形成に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講
ずるものとする。  
 
（地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置）  
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第二十五条  国は、地方公共団体による循環資源の循環的な利用及び処分に関する施策その他
の循環型社会の形成に関する施策の適切な策定及び実施を確保するため、必要な措置を講ずるも
のとする。  
 
（地方公共団体に対する財政措置等）  
第二十六条  国は、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を策定し、及び実施するた
めの費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。  
 
（循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等）  
第二十七条  国は、循環型社会の形成の推進を図るためには事業者及び国民の理解と協力を得
ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、循環型社会の形成に関する教育及び学
習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。  
 
（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置）  
第二十八条  国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体（次項において「民間
団体等」という。）が自発的に行う循環資源に係る回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための
催しの実施、製品、容器等が循環資源となった場合にその循環的な利用又は処分に寄与するもの
であることを表示することその他の循環型社会の形成に関する活動が促進されるように、必要な
措置を講ずるものとする。  
２  国は、前項の民間団体等が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動の促進に資するた
め、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況に係る情報その他の循環型社会の形成に関す
る必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。  
 
（調査の実施）  
第二十九条  国は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し又
は循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の
策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。  
 
（科学技術の振興）  
第三十条  国は、循環資源の循環的な利用及び処分に伴う環境への負荷の程度の評価の手法、
製品等が廃棄物等となることの抑制又は循環資源について適正に循環的な利用及び処分を行う
ための技術その他の循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るものとする。  
２  国は、循環型社会の形成に関する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究開発
の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。  
 
（国際的協調のための措置）  
第三十一条  国は、循環型社会の形成を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、
循環資源の循環的な利用及び処分に関する国際的な連携の確保その他循環型社会の形成に関す
る国際的な相互協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  
 
第二節 地方公共団体の施策  
第三十二条  地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社
会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。 
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9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年 12月 25日法律第 137号、最終改正：平成 20年
5月 2日法律第 28号）（抄） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html 
 
第 1条（目的） 
 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処

分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図ることを目的とする。  

 
第 2条（定義） 
 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃

アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質
及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。  

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そ

の他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令
で定めるものをいう。  

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。  
一事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチ

ック類その他政令で定める廃棄物  
二輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で

定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に
入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。）
を除く。）  

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そ
の他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令
で定めるものをいう。  

6 この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センタ
ーの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第十二条の三第一項に規定
する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に
係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

 
第 3条（事業者の責務） 
 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな

らない。  
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努め

るとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合にお
ける処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、
容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報
を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が
困難になることのないようにしなければならない。  

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国
及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

 
第 11条（事業者及び地方公共団体の処理） 
 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。  
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その

他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうこ
とができる。  

3 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要である
と認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。 

 
第 12条（事業者の処理） 
1事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第 3項から第 5項までを除き、

以下この条において同じ)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、
運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業
廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染
及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法
に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という)に従わなければならない。 

2事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄
物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 

3事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染及び海上災害の防
止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う
処分をいう)又は再生をいう)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物
を処分する者をいう)を含む)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間
処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃
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棄物を処分した後の産業廃棄物をいう)を含む)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、そ
の運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める
者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそ
れぞれ委託しなければならない。 

4事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定め
る基準に従わなければならない。 

5事業者は、前 2項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業
廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に
行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

6その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために第 15条第 1項に規定する産業廃棄
物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場
に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かな
ければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでな
い。 

7その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定
めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 

8多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道
府県知事に報告しなければならない。 

9 都道府県知事は、第 7項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところによ
り、公表するものとする。  

10 環境大臣は、第 7項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、
関係行政機関の長に協議しなければならない。  

11 第 7条第 15項及び第 16項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令
で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とある
のは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。 

 
第 12条の 3（産業廃棄物管理票） 
 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）は、その産業廃棄物

（中間処理産業廃棄物を含む。第 12条の 5第 1項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委
託する場合（環境省令で定める場合を除く。）には、環境省令で定めるところにより、当該委
託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当該委託が産業廃
棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者）に対し、当該委託
に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令
で定める事項を記載した産業廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければ
ならない。  

2 産業廃棄物の運搬を受託した者（以下「運搬受託者」という。）は、当該運搬を終了したとき
は、前項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める
期間内に、同項の規定により管理票を交付した者（以下「管理票交付者」という。）に当該管
理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委
託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。  

3 産業廃棄物の処分を受託した者（以下「処分受託者」という。）は、当該処分を終了したとき
は、第 1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境
省令で定める事項（当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及
び最終処分が終了した旨）を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票
交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項
後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送
付しなければならない。  

4 処分受託者は、前項前段、この項又は第 12条の 5第 5項の規定により当該処分に係る中間処
理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたとき
は、環境省令で定めるところにより、第 1項の規定により交付された管理票又は第 2項後段の
規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、
当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。  

5 管理票交付者は、前 3項又は第 12条の 5第 5項の規定による管理票の写しの送付を受けたと
きは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票
の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。  

6 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これ
を都道府県知事に提出しなければならない。  

7 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第 2項から第 4項まで又は第 12条の 5第 5項
の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれらの規定に規定する事項が記載さ
れていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速や
かに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定める
ところにより、適切な措置を講じなければならない。  

8 運搬受託者は、第 2項前段の規定により管理票の写しを送付したとき（同項後段の規定により
管理票を回付したときを除く。）は当該管理票を当該送付の日から、第 3項後段の規定による
管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環
境省令で定める期間保存しなければならない。  
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9 処分受託者は、第 3項前段、第 4項又は第 12条の 5第 5項の規定により管理票の写しを送付
したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。  

10 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。  
 
第 12条の 4（虚偽の管理票の交付等の禁止） 
 第 14条第 12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第 14条の 4第 12項に規定する特

別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第
14条の 4第 12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受
託していないにもかかわらず、前条第 2項に規定する事項又は同条第 3項若しくは第 4項に規
定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。  

2 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかか
わらず、前条第 2項若しくは第 3項の送付又は次条第 2項の報告をしてはならない。  

3 処分受託者は、前条第 3項前段若しくは第 4項若しくは次条第 5項の規定による当該処分に係
る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は
同条第 4項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨
の通知を受けていないにもかかわらず、前条第 4項の送付若しくは次条第 3項の報告又は同条
第 5項の送付をしてはならない。  

 
第 12条の 5（電子情報処理組織の使用） 
 第 12条の 3第 1項に規定する事業者（その使用に係る入出力装置が第 13条の 2第 1項に規定

する情報処理センター（以下この条において単に「情報処理センター」という。）の使用に係
る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理
組織使用事業者」という。）は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（第 12
条の 3第 1項に規定する環境省令で定める場合を除く。）において、運搬受託者及び処分受託
者（その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で
接続されている者に限る。以下この条において同じ。）から電子情報処理組織を使用し、情報
処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、
かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で
定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、
運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センター
に登録したときは、第 12条の 3第 1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しな
い。  

2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告するこ
とを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、
第 12条の 3第 2項及び第 3項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情
報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨（当該報告に
係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨）を報告しな
ければならない。  

3 処分受託者は、第 5項又は第 12条の 3第 3項若しくは第 4項の規定により当該処分に係る中
間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた
ときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用
して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しな
ければならない。  

4 情報処理センターは、前 2項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、
遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者
に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨（当該報告に係る産業廃棄物
の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨）を通知するものとする。  

5 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了
した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者で
ないときは、第 12条の 3第 1項の規定により交付された管理票又は同条第 2項後段の規定に
より回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当
該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。  

6 電子情報処理組織使用事業者は、第 4項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分
が終了したことを当該通知により確認しなければならない。  

7 情報処理センターは、第 1項の規定による登録及び第 2項又は第 3項の規定による報告に係る
情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日
から環境省令で定める期間保存しなければならない。  

8 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第 1項の規定による登録及び第 2項又
は第 3項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。  

9 情報処理センターは、第 1項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第 2項又は
第 3項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨
を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。  

10 電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は第四項の規定に
より通知を受けた第 2項若しくは第 3項の規定による報告が虚偽の内容を含むときは、速やか
に当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めると
ころにより、適切な措置を講じなければならない。  

11 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。 
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○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 48年 9月 23日政令第 300号、最終改正平成
20年 10月 16日政令第 316号）（抄） 

 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html 
 
第二条（産業廃棄物） 
 法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。  
一  紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、

パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、
出版業（印刷出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビ
フェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。）  

二  木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、
木材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品
賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのため
に使用したこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
に限る。）  

三  繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、
繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み
込んだものに限る。）  

四  食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に
係る固形状の不要物  

四の二  と畜場法 （昭和二十八年法律第百十四号）第三条第二項 に規定すると畜場において
とさつし、又は解体した同条第一項 に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査
に関する法律 （平成二年法律第七十号）第二条第六号 に規定する食鳥処理場において食鳥処
理をした同条第一号 に規定する食鳥に係る固形状の不要物  

五  ゴムくず  
六  金属くず  
七  ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。）

及び陶磁器くず  
八  鉱さい  
九  工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要

物  
十  動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。）  
十一  動物の死体（畜産農業に係るものに限る。）  
十二  大気汚染防止法 （昭和四十三年法律第九十七号）第二条第二項 に規定するばい煙発生

施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項 に規定する特定施設（ダイオキシン類（同
条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。）を発生し、及び大気中に排出するも
のに限る。）又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施
設によつて集められたもの 

イ 燃え殻（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号
ヲ並びに別表第一を除き、以下同じ。） 

ロ 汚泥（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ（１）、第八号及び第十一
号、第三条第二号ホ、第三号ヘ及び第四号イ並びに別表第一を除き、以下同じ。） 

ハ 廃油（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下
同じ。） 

ニ 廃酸（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。） 
ホ 廃アルカリ（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。） 
ヘ 廃プラスチック類（事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ（５）を除き、

以下同じ。） 
ト 前各号に掲げる廃棄物（第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物に

あつては、事活動に伴つて生じたものに限る。）  
十三  燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物（第

一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に
伴つて生じたものに限る。）又は法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物を処分するために処理
したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの  

 
第三条（一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準） 
 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び

次条において同じ。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。  
一  一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 
 （１） 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 
 （２） 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないよ

うに必要な措置を講ずること。 
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ず

るおそれのないように必要な措置を講ずること。 
ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪
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臭が漏れるおそれのないものであること。 
ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、

一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見や
すいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。 

ホ 石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの（以下「石綿含有一般廃棄物」
という。）の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないよう
な方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、
又は運搬すること。 

ヘ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。 
 （１） 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表

示がされている場所で行うこと。 
 （２） 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発

散しないように必要な措置を講ずること。 
 （３） 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように

すること。 
ト 石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有一般廃棄物がそ

の他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 
チ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え（環境省令で定める基準に適合するものに限る。）

を行う場合を除き、行つてはならないこと。 
リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 
 （１） 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 
  (イ) 周囲に囲い（保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあ

つては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられていること。 
  (ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の

場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられている
こと。 

 （２） 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散
しないように次に掲げる措置を構ずること。 

  (イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による
公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、
底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

  (ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた
一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。 

  (ハ) その他必要な措置 
 （３） 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにす

ること。 
ヌ 石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、トの規定の例によること。 
ル 法第六条第一項 に規定する一般廃棄物処理計画（次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」

という。）に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、
その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。 

二～四 （略） 
 
第六条（産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準） 
 法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物（特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、

法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理した
ものを除く。以下この項（第三号イ及び第四号イを除く。）において同じ。）の収集、運搬及び
処分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。  

一  産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほ
か、次によること。 

イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に
供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で
定める書面を備え付けておくこと。 

ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの（以下「石綿含有産業廃棄物」
という。）の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。 

ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。 
ニ 石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 
ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管

する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たり
の平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。 

ヘ 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 
二～五 （略） 
 
第六条の二（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準） 
 法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。  
一  産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。）の運搬にあ

つては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産
業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。  
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二  産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入さ
れた廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処
分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は
再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。  

三  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含
まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 

イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分

又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 
ニ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。）

を除く。）を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方
法及び最終処分に係る施設の処理能力 

ホ その他環境省令で定める事項 
四  前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存

すること。  
五  第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承

諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。  
 
第六条の三（産業廃棄物の多量排出事業者） 
 法第十二条第七項 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上であ

る事業場を設置している事業者とする。 
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10) 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年 4月 26日法律第 48号、最終改正平成 14年 2
月 8日法律第 1号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO048.html 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民

経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量
に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用さ
れずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発
生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源
及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発
展に寄与することを目的とする。  

 
（定義）  
第二条  この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、

若しくは廃棄された物品（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。  
２  この法律において「副産物」とは、製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの

供給又は土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）に伴い副次的に得られた物品（放
射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。  

３  この法律において「副産物の発生抑制等」とは、製品の製造又は加工に使用する原材料、
部品その他の物品（エネルギーの使用の合理化に関する法律 （昭和五十四年法律第四十九号）
第二条第二項 に規定する燃料を除く。以下「原材料等」という。）の使用の合理化により当該
原材料等の使用に係る副産物の発生の抑制を行うこと及び当該原材料等の使用に係る副産物
の全部又は一部を再生資源として利用することを促進することをいう。  

４  この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、
原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。  

５  この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その
他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。  

６  この法律において「再資源化」とは、使用済物品等のうち有用なものの全部又は一部を再
生資源又は再生部品として利用することができる状態にすることをいう。  

７  この法律において「特定省資源業種」とは、副産物の発生抑制等が技術的及び経済的に可
能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが当該原材料等に係る資源及び当該副産物に
係る再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める原材料等の種類及
びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種をいう。  

８  この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが技術
的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生部品の有効
な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政
令で定める業種をいう。  

９  この法律において「指定省資源化製品」とは、製品であって、それに係る原材料等の使用
の合理化、その長期間の使用の促進その他の当該製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進
することが当該製品に係る原材料等に係る資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとし
て政令で定めるものをいう。  

１０  この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用されず
に収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品として利用する
ことを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものと
して政令で定める製品をいう。  

１１  この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集
され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分
別回収（類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。）をするための表示をするこ
とが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。  

１２  この法律において「指定再資源化製品」とは、製品（他の製品の部品として使用される
製品を含む。）であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄さ
れた後それを当該製品（他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該
他の製品）の製造、加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収（自ら回収し、又は他
の者に委託して回収することをいう。以下同じ。）をすることが経済的に可能であって、その
自主回収がされたものの全部又は一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であ
り、かつ、その再資源化をすることが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に
必要なものとして政令で定めるものをいう。  

１３  この法律において「指定副産物」とは、エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物で
あって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有
効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。  

 
第二章 基本方針等  
（基本方針）  
第三条  主務大臣は、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利
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用による資源の有効な利用（以下この章において「資源の有効な利用」という。）を総合的か
つ計画的に推進するため、資源の有効な利用の促進に関する基本方針（以下「基本方針」とい
う。）を定め、これを公表するものとする。  

２  基本方針は、製品の種類及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、
再生資源の種類及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期
間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意
義に関する知識の普及に係る事項その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源
の有効な利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。  

３  主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。  
４  第一項及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。  
 
（事業者等の責務）  
第四条  工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以下同じ。）において事業を行う者

及び物品の販売の事業を行う者（以下「事業者」という。）又は建設工事の発注者は、その事
業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源
及び再生部品を利用するよう努めなければならない。  

２  事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進する
よう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、
若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用するこ
とを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若しくは一部を再生資源
として利用することを促進するよう努めなければならない。  

 
（消費者の責務）  
第五条  消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進

するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行
う措置に協力するものとする。  

 
（資金の確保等）  
第六条  国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよ

う努めなければならない。  
２  国は、物品の調達に当たっては、再生資源及び再生部品の利用を促進するように必要な考

慮を払うものとする。  
 
（科学技術の振興）  
第七条  国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進

及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  
 
（国民の理解を深める等のための措置）  
第八条  国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解

を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。  
 
（地方公共団体の責務）  
第九条  地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進す

るよう努めなければならない。  
 
第三章 特定省資源業種  
（特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項）  
第十条  主務大臣は、特定省資源業種に係る原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑

制及び当該副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、副産物の発生抑制等の
ために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、工場又は事業場において特定省
資源業種に属する事業を行う者（以下「特定省資源事業者」という。）の判断の基準となるべ
き事項を定めるものとする。  

２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定省資源業種に係る原材料等の使用
の合理化による副産物の発生の抑制の状況、原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑
制に関する技術水準その他の事情及び当該副産物に係る再生資源の利用の状況、再生資源の利
用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応
じて必要な改定をするものとする。  

３  主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に規定する改
定をしようとするときは、資源の再利用の促進に係る環境の保全の観点から、環境大臣に協議
しなければならない。  

 
（指導及び助言）  
第十一条  主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため

必要があると認めるときは、特定省資源事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準とな
るべき事項を勘案して、副産物の発生抑制等について必要な指導及び助言をすることができる。   

 
（計画の作成）  
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第十二条  特定省資源事業者であって、その事業年度における当該特定省資源事業者の製造に
係る政令で定める製品の生産量が政令で定める要件に該当するものは、主務省令で定めるとこ
ろにより、第十条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた副産物の発
生抑制等のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に
提出しなければならない。  

 
（勧告及び命令）  
第十三条  主務大臣は、特定省資源事業者であって、その製造に係る製品の生産量が政令で定

める要件に該当するものの当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等が第十条第一項に
規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定
省資源事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制
等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者がその勧告に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定省資源事業者が、前項の規定によりその
勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかった場合において、当該特定省資源業種に係る副産物の発生抑制等を著しく害す
ると認めるときは、審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規
定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定省資源事業者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
（環境大臣との関係）  
第十四条  主務大臣は、特定省資源事業者の副産物の発生抑制等の適確な実施を確保するため

に必要な施策の実施に当たり、当該施策の実施が廃棄物の適正な処理に関する施策に関連する
場合には、環境大臣と緊密に連絡して行うものとする。  

 
第四章 特定再利用業種  
（特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項）  
第十五条  主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、

主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者（以下「特定再利
用事業者」という。）の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定
めるものとする。  

２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再
生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して
定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。  

３  第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に
規定する改定をしようとする場合に準用する。  

 
（指導及び助言）  
第十六条  主務大臣は、特定再利用事業者の再生資源又は再生部品の利用の適確な実施を確保

するため必要があると認めるときは、特定再利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の
基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用について必要な指導及び助言を
することができる。  

 
（勧告及び命令）  
第十七条  主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又はその施

工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特定再利用業種に係
る再生資源又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照
らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利用事業者に対し、その判断の根拠を
示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき
旨の勧告をすることができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者がその勧告に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその
勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を著
しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定再利用事
業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第五章 指定省資源化製品  
（指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項）  
第十八条  主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため、

主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者（以下「指定省資
源化事業者」という。）の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定
めるものとする。  

２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等
の発生の抑制の状況、使用済物品等の発生の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定
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めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。  
３  第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に

規定する改定をしようとする場合に準用する。  
 
（指導及び助言）  
第十九条  主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を促進するため必

要があると認めるときは、指定省資源化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準とな
るべき事項を勘案して、使用済物品等の発生の抑制について必要な指導及び助言をすることが
できる。  

 
（勧告及び命令）  
第二十条  主務大臣は、指定省資源化事業者であって、その製造又は販売に係る指定省資源化

製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定省資源化製品に係る
使用済物品等の発生の抑制が第十八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らし
て著しく不十分であると認めるときは、当該指定省資源化事業者に対し、その判断の根拠を示
して、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制に関し必要な措置をとるべき旨
の勧告をすることができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者がその勧告に従わなかった
ときは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定省資源化事業者が、前項の規定によりそ
の勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかった場合において、当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制を
著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定省資源
化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第六章 指定再利用促進製品  
（指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項）  
第二十一条  主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する

ため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者（以下「指
定再利用促進事業者」という。）の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準と
なるべき事項を定めるものとする。  

２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準その他の事情
を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。  

３  第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に
規定する改定をしようとする場合に準用する。  

 
（指導及び助言）  
第二十二条  主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進する

ため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の
基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び
助言をすることができる。  

 
（勧告及び命令）  
第二十三条  主務大臣は、指定再利用促進事業者であって、その製造又は販売に係る指定再利

用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製
品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第二十一条第一項に規定する判断の基準とな
るべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再利用促進事業者に対し、
その判断の根拠を示して、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進
に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかっ
たときは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が、前項の規定により
その勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係
る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の
利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当
該指定再利用促進事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第七章 指定表示製品  
（指定表示事業者の表示の標準となるべき事項）  
第二十四条  主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、

指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。  
一  材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項  
二  表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は販売の

事業を行う者（その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以
下「指定表示事業者」という。）が遵守すべき事項  

２  第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合
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に準用する。  
 
（勧告及び命令）  
第二十五条  主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項（以下「表

示事項」という。）を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項（以下
「遵守事項」という。）を遵守しない指定表示事業者（中小企業基本法 （昭和三十八年法律第
百五十四号）第二条第五項 に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その
政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く。）があるときは、当該指定
表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができ
る。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったとき
は、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧
告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置
をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害する
と認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第八章 指定再資源化製品  
（指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項）  
第二十六条  主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するた

め、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事
業を行う者（指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理又
は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。）の判断の基準となるべ
き事項を定めるものとする。  

一  使用済指定再資源化製品（指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、
若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。）の自主回収の実効の確保その他実施方法に関す
る事項  

二  使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項  
三  使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実

施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項  
四  その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項  
２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回

収及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集及び処分の状況その他
の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。  

 
（使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定）  
第二十七条  指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回

収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいず
れにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。  

一  当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合する
ものであること。  

二  当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合する
ものであること。  

三  前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。  
四  同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再

資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。 
イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確

保されるものであること。 
ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 
２  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。  
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
二  自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類  
三  自主回収及び再資源化の目標  
四  自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要

な行為の用に供する施設  
五  自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項  
３  主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適

合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。  
 
（変更の認定）  
第二十八条  前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者（以下「認定指定再資源化事業者」

という。）は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の変更（主務省令で定める軽微
な変更を除く。）をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。  

２  前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。  
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（認定の取消し）  
第二十九条  主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号の

いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。  
 
（公正取引委員会との関係）  
第三十条  主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に

係る自主回収及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定（第二十八条第一項の
規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。）をしようとする場合において、
必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公
正取引委員会に意見を求めることができる。  

２  公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見
を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規
定により認定をしたものについて意見を述べることができる。  

 
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 における配慮）  
第三十一条  環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七

号）の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収及び再資
源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。  

 
（指導及び助言）  
第三十二条  主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を促進するため必

要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第二十六条第一項に規定する判断の基
準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化について必要
な指導及び助言をすることができる。  

 
（勧告及び命令）  
第三十三条  主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再

資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製
品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製
品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不
十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をす
ることができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかった
ときは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりそ
の勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著
しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化
事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第九章 指定副産物  
（指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項）  
第三十四条  主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事

業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者（以下「指定副産物事業者」という。）
の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。  

２  前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定副産物に係る再生資源の利用の状
況、再生資源の利用の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これら
の事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。  

３  第十条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は前項に
規定する改定をしようとする場合に準用する。  

 
（指導及び助言）  
第三十五条  主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため必要があると認め

るときは、指定副産物事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案
して、再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。  

 
（勧告及び命令）  
第三十六条  主務大臣は、指定副産物事業者であって、その供給に係るエネルギーの供給量又

はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該指定副産物
に係る再生資源の利用の促進が第三十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照
らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定副産物事業者に対し、その判断の根拠を
示して、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告を
することができる。  

２  主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者がその勧告に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。  

３  主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその
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勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措
置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を著しく害する
と認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定副産物事業者に対し、
その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第十章 雑則  
（報告及び立入検査）  
第三十七条  主務大臣は、第十三条及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で

定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し
報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場
又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

２  主務大臣は、第二十条、第二十三条及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、
政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者
に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報
告させ、又はその職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の
事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定
表示製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

３  主務大臣は、第二十八条及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再
資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施
の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又
は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

４  主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に
関し報告させ、又はその職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち
入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

５  主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定
副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定副
産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類その他の物件を検
査させることができる。  

６  前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提
示しなければならない。  

７  第一項から第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。  

 
（不服申立ての手続における意見の聴取）  
第三十八条  第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十

五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令についての審査請求又
は異議申立てに対する裁決又は決定（却下の裁決又は決定を除く。）は、審査請求人又は異議
申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行った後にしなけ
ればならない。  

２  前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。  
３  第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該

事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。  
 
（主務大臣等）  
第三十九条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。  
一  第三条第一項の規定による基本方針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による基本方

針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、
厚生労働大臣及び環境大臣  

二  第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該
事項の改定、第十一条に規定する指導及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に
規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条
第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に
属する事業を所管する大臣  

三  第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当
該事項の改定、第十六条に規定する指導及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二
項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告
の徴収及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大
臣  

四  第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当
該事項の改定、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二
項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基
準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導
及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規
定による命令、第二十四条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第二十五条
第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第
三十七条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定める
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ところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業、当該指定再利
用促進製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業又は当該指定表示製品の製造、加工若しく
は販売の事業（その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、
当該事業者の事業）を所管する大臣  

五  第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する
当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の
認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定
する指導及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第
三項の規定による命令並びに第三十七条第三項及び第四項の規定による報告の徴収及び立入
検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加
工、修理若しくは販売の事業又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一
項の政令で定める製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業を所管する大臣及び環境大臣  

六  第三十四条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する
当該事項の改定、第三十五条に規定する指導及び助言、第三十六条第一項に規定する勧告、同
条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第五項の規定によ
る報告の徴収及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副
産物に係る業種に属する事業を所管する大臣  

２  この法律における主務省令は、前項第二号又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ
同項第二号又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から第六号までに定め
る事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から第六号までに定める
主務大臣の発する命令とする。  

３  この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することが
できる。  

 
第四十条  主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣

に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求め
ることができる。  

 
（経過措置）  
第四十一条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

 
第十一章 罰則  
第四十二条  第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十三条第三項、第二十

五条第三項、第三十三条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十
万円以下の罰金に処する。  

 
第四十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  
一 第十二条の規定による提出をしなかった者  
二 第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  
 
第四十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対して各本条の刑を科する。 
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11) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年 5月 31日法律第 104号、最終改正
平成 16年 12月 1日法律第 147号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html 
 
第一章 総則  
（目的）  
第一条  この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するた

めの措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資
源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処
理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  

 
（定義）  
第二条  この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」とい

う。）に使用する資材をいう。  
２  この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。以下
同じ。）となったものをいう。  

３  この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当
該各号に定める行為をいう。  

一  建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建設工事（以
下「解体工事」という。） 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類
ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為  

二  建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。） 当該工
事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行
為  

４  この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む。）に該当す
るものをいう。  

一  分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること
（建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。）ができる状態にする行為  

二  分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又
はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為  

５  この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建
設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図
る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認めら
れるものとして政令で定めるものをいう。  

６  この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをい
う。  

７  この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法
により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。  

８  この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。  
９  この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業（その請け負った建設工事を

他の者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。  
１０  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者

と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約を
いい、「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者をいい、「元
請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」と
は、下請契約における請負人をいう。  

１１  この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工
事を請け負う営業（その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。）をい
う。  

１２  この法律において「解体工事業者」とは、第二十一条第一項の登録を受けて解体工事業
を営む者をいう。  

   第二章 基本方針等  
 
 
（基本方針）  
第三条  主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る

ため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する
基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一  特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方

向  
二  建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項  
三  特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源

化等の促進のための方策に関する事項  
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四  特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項  
五  環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の

再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識
の普及に係る事項  

六  その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関
する重要事項  

３  主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。  

 
（実施に関する指針）  
第四条  都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めるものとする。  
２  都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。  
 
（建設業を営む者の責務）  
第五条  建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施

工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び
建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。  

２  建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材（建設資材廃棄物
の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第四十一条において同じ。）
を使用するよう努めなければならない。  

 
（発注者の責務）  
第六条  発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源

化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等
により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。  

 
（国の責務）  
第七条  国は、建築物等の解体工事に関し必要な情報の収集、整理及び活用、分別解体等及び

建設資材廃棄物の再資源化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及
びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

２  国は、教育活動、広報活動等を通じて、分別解体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び建
設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるととも
に、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。  

３  国は、建設資材廃棄物の再資源化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講
ずるよう努めなければならない。  

 
（地方公共団体の責務）  
第八条  都道府県及び市町村は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、分別解体等及

び建設資材廃棄物の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければなら
ない。  

 
第三章 分別解体等の実施  
（分別解体等実施義務）  
第九条  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用す

る新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のも
の（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当該対象建設工事の全部又は一部について下
請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。）
又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者（以下単に「自主施工者」という。）は、正
当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。  

２  前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するため
の適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。  

３  建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。  
４  都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするため

の施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基
準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量する
ことが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に
代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。  

 
（対象建設工事の届出等）  
第十条  対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省

令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。  
一  解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造  
二  新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類  
三  工事着手の時期及び工程の概要  
四  分別解体等の計画  
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五  解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み  
六  その他主務省令で定める事項  
２  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変

更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定める
ところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

３  都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係
る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その
届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等
の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。  

 
（国等に関する特例）  
第十一条  国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしよう

とするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。  
 
（対象建設工事の届出に係る事項の説明等）  
第十二条  対象建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）を発注しようとする者から直接

当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、尐なくとも
第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交
付して説明しなければならない。  

２  対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に
請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について第
十条第一項の規定により届け出られた事項（同条第二項の規定による変更の届出があった場合
には、その変更後のもの）を告げなければならない。  

 
（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）  
第十三条  対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締

結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。）の当事者は、建設
業法 （昭和二十四年法律第百号）第十九条第一項 に定めるもののほか、分別解体等の方法、
解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をし
て相互に交付しなければならない。  

２  対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するも
のを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付し
なければならない。  

３  対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めると
ころにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令
で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた
者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。  

 
（助言又は勧告）  
第十四条  都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の適正な実施を

確保するため必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案して、当該対象建設工事
受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができ
る。  

 
（命令）  
第十五条  都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解

体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するた
め特に必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案して、当該対象建設工事受注者
又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。  

 
第四章 再資源化等の実施  
（再資源化等実施義務）  
第十六条  対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、

再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の
施設を必要とするもののうち政令で定めるもの（以下この条において「指定建設資材廃棄物」
という。）に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の
範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工
する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に
経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をす
れば足りる。  

 
第十七条  都道府県は、当該都道府県の区域における対象建設工事の施工に伴って生じる特定

建設資材廃棄物の発生量の見込み及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の
事情を考慮して、当該都道府県の区域において生じる特定建設資材廃棄物の再資源化による減
量を図るため必要と認めるときは、条例で、前条の距離に関する基準に代えて適用すべき距離
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に関する基準を定めることができる。  
 
（発注者への報告等）  
第十八条  対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完

了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告する
とともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。  

２  前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなか
ったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求
めることができる。  

３  対象建設工事の元請業者は、第一項の規定による書面による報告に代えて、政令で定める
ところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものによ
り通知することができる。この場合において、当該元請業者は、当該書面による報告をしたも
のとみなす。  

 
（助言又は勧告）  
第十九条  都道府県知事は、対象建設工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な

実施を確保するため必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案して、当該対象建
設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をす
ることができる。  

 
（命令）  
第二十条  都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の

再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化
等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案し
て、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必
要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

 
第五章 解体工事業  
（解体工事業者の登録）  
第二十一条  解体工事業を営もうとする者（建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建

築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。）は、当該
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。  

２  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。  

３  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下「登録の有効期間」という。）
の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の
満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。  

４  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

５  第一項の登録（第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。）を受け
た者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。  

 
（登録の申請）  
第二十二条  解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を

都道府県知事に提出しなければならない。  
一  商号、名称又は氏名及び住所  
二  営業所の名称及び所在地  
三  法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者をいう。以下この章において同じ。）の氏名  
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所  
五  第三十一条に規定する者の氏名  
２  前項の申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が第二十四条第一項各号に該

当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならな
い。  

 
（登録の実施）  
第二十三条  都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の

規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録簿に登録しな
ければならない。  

一  前条第一項各号に掲げる事項  
二  登録年月日及び登録番号  
２  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知

しなければならない。  
 
（登録の拒否）  
第二十四条  都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれか
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に該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が
あり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。  

一  第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過し
ない者  

二  解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合
において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分
のあった日から二年を経過しないもの  

三  第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者  
四  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者  
五  解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号

のいずれかに該当するもの  
六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの  
七  第三十一条に規定する者を選任していない者  
２  都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、

その旨を申請者に通知しなければならない。  
 
（変更の届出）  
第二十五条  解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、そ

の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  
２  都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第

一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業
者登録簿に登録しなければならない。  

３  第二十二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。  
 
（解体工事業者登録簿の閲覧）  
第二十六条  都道府県知事は、解体工事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。  
 
（廃業等の届出）  
第二十七条  解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当

該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事（第五号に掲げる場合
においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事）に届け
出なければならない。  

一  死亡した場合 その相続人  
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者  
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人  
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人  
五  その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であ

った個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員  
２  解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、

その効力を失う。  
 
（登録の抹消）  
第二十八条  都道府県知事は、第二十一条第二項若しくは第五項若しくは前条第二項の規定に

より登録がその効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録を取り消したとき
は、当該解体工事業者の登録を抹消しなければならない。  

 
（登録の取消し等の場合における解体工事の措置）  
第二十九条  解体工事業者について、第二十一条第二項若しくは第二十七条第二項の規定によ

り登録が効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録が取り消されたときは、
当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を
受ける前に締結された請負契約に係る解体工事に限り施工することができる。この場合におい
て、これらの者は、登録がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を
当該解体工事の注文者に通知しなければならない。  

２  都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体
工事の施工の差止めを命ずることができる。  

３  第一項の規定により解体工事を施工する解体工事業者であった者又はその一般承継人は、
当該解体工事を完成する目的の範囲内においては、解体工事業者とみなす。  

４  解体工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する登録がその
効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から三十日以内に限り、その解体工
事の請負契約を解除することができる。  

 
（解体工事の施工技術の確保）  
第三十条  解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。  
２  主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供

その他の措置を講ずるものとする。  
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（技術管理者の設置）  
第三十一条  解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる

者で主務省令で定める基準に適合するもの（以下「技術管理者」という。）を選任しなければ
ならない。  

 
（技術管理者の職務）  
第三十二条  解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該

解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の
者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。  

 
（標識の掲示）  
第三十三条  解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現

場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事
項を記載した標識を掲げなければならない。  

 
（帳簿の備付け等）  
第三十四条  解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、

その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。  
 
（登録の取消し等）  
第三十五条  都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずること
ができる。  

一  不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。  
二  第二十四条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったと

き。  
三  第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  
２  第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。  
 
（主務省令への委任）  
第三十六条  この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登

録に関し必要な事項については、主務省令で定める。  
 
（報告及び検査）  
第三十七条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解体工事業を営む者に対して、特に必

要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその
職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、
若しくは関係者に質問させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求
があったときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。  

 
第六章 雑則  
（分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映）  
第三十八条  国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図る

ためには、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する
費用を適正に負担することが重要であることにかんがみ、当該費用を建設工事の請負代金の額
に適切に反映させることに寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通
じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。  

 
（下請負人に対する元請業者の指導）  
第三十九条  対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って

生じる特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請
負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。  

 
（再資源化をするための施設の整備）  
第四十条  国及び地方公共団体は、対象建設工事受注者による特定建設資材廃棄物の再資源化

の円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設
の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、当該施設の整備を促進するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 
（利用の協力要請）  
第四十一条  主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材

廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建
設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政
機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者（国を除
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く。）に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力
を要請することができる。  

 
（報告の徴収）  
第四十二条  都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために

必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対
象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせるこ
とができる。  

２  都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な
限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。  

 
（立入検査）  
第四十三条  都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資

源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その
職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に
立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示
しなければならない。  

３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。  

 
（主務大臣等）  
第四十四条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。  
一  第三条第一項の規定による基本方針の策定並びに同条第三項の規定による基本方針の変更

及び公表に関する事項 国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣  
二  第三十条第二項の規定による措置及び第四十一条の規定による協力の要請に関する事項 

国土交通大臣  
２  この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、

第十条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条、第三
十三条、第三十四条、第三十六条並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命
令とする。  

 
（権限の委任）  
第四十五条  第四十一条の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地

方支分部局の長に委任することができる。  
 
（政令で定める市町村の長による事務の処理）  
第四十六条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定める

ところにより、政令で定める市町村（特別区を含む。）の長が行うこととすることができる。  
 
（経過措置）  
第四十七条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

   第七章 罰則  
 
 
第四十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。  
一  第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者  
二  不正の手段によって第二十一条第一項の登録（同条第二項の登録の更新を含む。）を受けた

者  
三  第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者  
 
第四十九条  第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に

処する。  
 
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  
一  第十条第三項の規定による命令に違反した者  
二  第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  
 
第五十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  
一  第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  
二  第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者  
三  第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者  
四  第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  
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五  第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答
弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者  

六  第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  
 
第五十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  

 
第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  
一  第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は

記録を保存しなかった者  
二  第二十七条第一項の規定による届出を怠った者  
三  第三十三条の規定による標識を掲げない者  
四  第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

又は帳簿を保存しなかった者 
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12) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年 6月 22日法律第
65号、最終改正平成 17年 5月 18日法律第 42号） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO065.html 
 
第一章 総則  
（目的等）  
第一条  この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活

環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル
廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処
理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、も
って国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。  

２  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）
の定めるところによる。  

 
（定義）  
第二条  この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩

化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入
された物が廃棄物（廃棄物処理法第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。）となったもの（環
境に影響を及ぼすおそれの尐ないものとして政令で定めるものを除く。）をいう。  

２  この法律において「事業者」とは、第十三条を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフ
ェニル廃棄物を保管する事業者をいう。  

 
（事業者の責務）  
第三条  事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理

しなければならない。  
 
（ポリ塩化ビフェニルを製造した者等の責務）  
第四条  ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製

造した者（以下「ポリ塩化ビフェニル製造者等」という。）は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しな
ければならない。  

 
（国及び地方公共団体の責務）  
第五条  国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処
理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

２  都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の状況を把握する
とともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講
ずることに努めなければならない。  

３  国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関
する国民、事業者及びポリ塩化ビフェニル製造者等の理解を深めるよう努めなければならない。  

 
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画）  
第六条  環境大臣は、廃棄物処理法第五条の二第一項 に規定する基本方針に即して、環境省令

で定めるところにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的
に推進するための基本的な計画（以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。）
を定めなければならない。  

２  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み  
二  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ

適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項  
三  前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関

し必要な事項  
３  環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  
 
（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画）  
第七条  都道府県又は政令で定める市（以下「都道府県等」という。）は、廃棄物処理法第五条

の五第一項 に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、
その区域（都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除
く。次項において同じ。）内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関す
る計画（以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。  

２  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等
の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を
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定めるものとする。  
一  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み  
二  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項  
三  前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関

し必要な事項  
３  都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  
 
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等  
（保管等の届出）  
第八条  事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分（再生することを含む。第十九条第二項

を除き、以下同じ。）する者（以下「事業者等」という。）は、毎年度、環境省令で定めるとこ
ろにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事
項を都道府県知事に届け出なければならない。  

 
（保管等の状況の公表）  
第九条  都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条のポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。  
 
（期間内の処分）  
第十条  事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案

して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に
委託しなければならない。  

 
（譲渡し及び譲受けの制限）  
第十一条  何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれが

ないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲
り受けてはならない。  

 
（承継）  
第十二条  事業者について相続、合併又は分割（その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係

る事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相続人が二人以上ある場
合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、
合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継
した法人は、その事業者の地位を承継する。  

２  前項の規定により事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。  

 
第三章 雑則  
（ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置）  
第十三条  環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を使用する事業を所管する

大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等が当該製品
を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することが
できる。  

 
（指導及び助言）  
第十四条  都道府県知事は、事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理

の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。  
 
（協力の要請）  
第十五条  環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確

実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努
めるものとする。  

 
（改善命令）  
第十六条  環境大臣又は都道府県知事は、事業者が第十条の規定に違反した場合において、ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するため必要があると認めると
きは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な
措置を講ずべきことを命ずることができる。  

２  前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しな
ければならない。  

 
（報告の徴収）  
第十七条  環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に

対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。  
 
（立入検査等）  
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第十八条  環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
事業者等の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処
分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。  

２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示
しなければならない。  

３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。  

 
（政令で定める市の長による事務の処理）  
第十九条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めると

ころにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。  
２  前項の規定により政令で定める市の長がした第十六条第一項の規定による処分についての

審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。  
 
（緊急時における環境大臣の事務執行）  
第二十条  第十六条第一項、第十七条又は第十八条第一項の規定による環境大臣による命令、

報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実か
つ適正に処分されないことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止する
ため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。  

 
（国の措置）  
第二十一条  国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  
 
（事務の区分）  
第二十二条  第十六条、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされ

ている事務は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定する
第一号 法定受託事務とする。  

 
（権限の委任）  
第二十二条の二  この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地

方環境事務所長に委任することができる。  
 
（経過措置）  
第二十三条  この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命

令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰
則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。  

 
第四章 罰則  
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。  
一  第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者  
二  第十六条第一項の規定による命令に違反した者  
 
第二十五条  第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又

は五十万円以下の罰金に処する。  
 
第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  
一  第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  
二  第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  
三  第十八条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者  
 
第二十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対して各本条の罰金刑を科する。 



 資-87 

13) 水質汚濁防止法（昭和 45年 12月 25日法律第 138号、最終改正平成 18年 6月 14日法律第 68
号）（抄） 
 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html 
 
第 2条（定義）第 2項 
 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出

する施設で政令で定めるものをいう。 
(1)カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの

をいう。 
(2)化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるも

のを除く)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれが
ある程度のものであること。 

 
第 3条（排出基準） 
1排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ)について、環境省令で定める。 
2前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量につ

いて、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、前条第 2
項第 2号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 

3都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から
判断して、第 1項の排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十
分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、
政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定め
る許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。 

4前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 
5都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、

環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 
 
第 4条の 2（総量削減基本方針）第 1項 
 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流

入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る)であり、かつ、第 3条第 1
項又は第 3項の排水基準のみによっては環境基本法（平成 5年法律第 91号）第 16条第 1項の
規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という)の確
保が困難であると認められる水域であって、第 2条第 2項第 2号に規定する項目のうち化学的
酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という)ごとに政令で定めるもの(以
下「指定水域」という)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水
質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という)
について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という)の総量の削減に関
する基本方針(以下「総量削減基本方針」という)を定めるものとする。 

 
第 4条の 5（総量規制基準） 
1都道府県知事は、指定地域にあっては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上

のもの(以下「指定地域内事業場」という)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量
削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。 

2都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施
設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む)及び新たに設
置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、
それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。 

3第 1項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出さ
れる排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。 

4都道府県知事は、第 1項又は第 2項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 

 
第 5条（特定施設の設置の届出）第 1項 
 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環

境省令で定めるところにより、次の事項を届け出なければならない。 
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
(2)工場又は事業場の名称及び所在地 
(3)特定施設の種類 
(4)特定施設の構造 
(5)特定施設の使用の方法 
(6)汚水等の処理の方法 
(7)排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあっては、排出系統別の

汚染状態及び量を含む。) 
 
第 6条（経過措置） 
1一の施設が特定施設(指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ)となった際現にその
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施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む)であって排出水を排出し、又は特定地
下浸透水を浸透させるものは、当該施設が特定施設となった日から 30日以内に、それぞれ、
環境省令で定めるところにより、前条第 1項各号又は第 2項各号に掲げる事項を都道府県知事
に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に指定地域特定施設につい
ての前条第 1項又は次項(瀬戸内海環境保全特別措置法第 12条の 2の規定又は湖沼水質保全特
別措置法第 14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む)の規定による届出がさ
れているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものと
みなす。 

2一の施設が指定地域特定施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設
置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ)又は一の地域が指定地域となった際
現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であって、排出水を排出するものは、
当該施設が指定地域特定施設となった日又は当該地域が指定地域となった日から 30 日以内に、
環境省令で定めるところにより、前条第 1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。(略） 

 
第 7条（特定施設の構造等の変更の届出） 
 第 5条又は前条の届出をした者は、その届出に係る第 5条第 1項第 4号から第 8号までに掲げ

る事項又は同条第 2項第 4号から第 8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境
省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 
第 10条（氏名の変更等の届出） 
 第 5条又は第 6条第 1項若しくは第 2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第 5

条第 1項第 1号若しくは第 2号若しくは同条第 2項第 1号若しくは第 2号に掲げる事項に変更
があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から 30日以内
に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 
第 12条（排出水の排出の制限） 
 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しな

い排出水を排出してはならない。 
 
第 14条（排出水の汚染状態の測定等） 
1排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当

該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 
2総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定め

るところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならな
い。 

 
 
○水質汚濁防止法施行令（昭和 46年 6月 17日政令第 188号、最終改正平成 21年 3月 25日政令
第 53号） 

 
第 1条（特定施設） 
 水質汚濁防止法第 2条第 2項の政令で定める施設は、別表第 1に掲げる施設とする。 
【別表第 1、64の 2】 
 水道施設(水道法第 3条第 8項に規定するものをいう)、(略)のうち、浄水施設であって、次に

掲げるもの（これらの浄水能力が 1日当たり 1万立方メートル未満の事業場に係るものを除
く。） 

イ沈でん施設 
ロろ過施設 
 
第 4条の 2（指定項目、指定水域及び指定地域） 
 法第 4条の 2第 1項の政令で定める項目は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で

定める水域は、当該項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める
地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(略) 

 
 
○水質汚濁防止法施行規則（昭和 46年 6月 19日総理府・通商産業省令第 2号、最終改正平成 19
年 4月 20日環境省令第 11号） 

 
第 1条の 4（法第四条の五第一項の環境省令で定める規模） 
 法第 4条の 5第 1項の環境省令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量((以下「日

平均排水量」という)が 50立方メートルであるものとする。 
 
第 9条（排出水の汚染状態の測定）第１項 
 法第 14条第 1項の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記

録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 
(1)排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項につ
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いて、当該排水基準の検定方法により行うこと。 
(2)特定地下浸透水の汚染状態の測定は、第 6条の 2の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める

方法により行うこと。 
(3)測定の結果は、様式第８による水質測定記録表により記録し、その記録を 3年間保存するこ

と。 
 
第 9条の 2（排出水の汚濁負荷量の測定等） 
 法第 14条第２項の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素

要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。 
(1)汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒

素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に
必要な事項を計測し、特定排出水の 1日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。 

(2)前号の測定は、日平均排水量が 400立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合に
あっては排水の期間中毎日、日平均排水量が 200立方メートル以上 400立方メートル未満であ
る指定地域内事業場に係る場合にあっては 7日を超えない排水の期間ごとに 1回以上、日平均
排水量が100立方メートル以上200立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあ
っては 14日を超えない排水の期間ごとに１回以上、日平均排水量が 50立方メートル以上 100
立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあっては 30日を超えない排水の期間
ごとに 1回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ご
との汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる
場合であって、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排
水の期間ごとに行うこと。 

(3)測定の結果は、様式第 9による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を 3年間保存
すること。 
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